
( 1 )

二
〇
一
九

平
城
宮
跡
資
料
館
秋
期
特
別
展

第
Ⅰ
期

一
〇
月
一
二
日
（
土
）
―
一
〇
月
二
七
日
（
日
）

地
下
の
正
倉
院
展

【

年
号
と
木
簡】

第
Ⅲ
期
展
示
木
簡

第
Ⅱ
期

一
〇
月
二
九
日
（
火
）
―
一
一
月
一
〇
日
（
日
）

第
Ⅲ
期

一
一
月
一
二
日
（
火
）
―
一
一
月
二
四
日
（
日
）

＊
木
簡
は
三
期
に
分
け
て
展
示
し
ま
す
。

※
本
解
説
シ
ー
ト
で
は
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
り
再
検
討
し
た

結
果
、
既
報
告
の
釈
文
を
改
め
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
展
示
番
号
の
上
部
に
記
し
た
◎
は
国
宝
を
示
し
ま
す
。

年
号
使
用
の
は
じ
ま
り

若
狭
国
か
ら
の
塩
の
荷
札

3

（
藤
原
宮
第
一
八
次
、
Ｓ
Ｄ
１
４
５
出
土
。『
藤
原
宮
木
簡
一
』
一
四
六
号
）

若
佐
国
小
丹
生
評

庚
子
年
四
月
木
ツ
里
秦
人
申
二
斗

長
さ
一
七
〇
㎜
・
幅
三
三
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
三
一
型
式

庚
子
年
（
文
武
天
皇
四
年
・
七
〇
〇
）
に
、
若
佐
国
小
丹
生
評
木
ツ
里

こ
う

し

も
ん

む

わ
か

さ

お

に

ゅ

う

か
ら
届
け
ら
れ
た
荷
札
。｢

庚
子
年
」
は
、
干
支
を
用
い
る
年
の
表
し
方
で

か
ん

し

あ
る
。
干
支
と
は
、
十
干
（
甲
乙
丙
丁
戊
己
庚
辛
壬
癸
）
と
十
二
支
（
子

じ
っ
か
ん

じ
ゅ
う
に

し

丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
）
を
組
み
合
わ
せ
て
六
〇
通
り
の
パ
タ
ー
ン

を
作
り
だ
す
も
の
で
、
こ
れ
を
順
番
に
当
て
は
め
て
、
年
や
日
に
ち
を
表

す
の
に
用
い
る
（
年
の
場
合
、
こ
の
干
支
が
一
巡
す
る
こ
と
を
「
還
暦
」

と
い
う
）
。

若
佐
国
小
丹
生
評
木
ツ
里
は
、
『
和

名

類
聚

抄

』
（
以
下
『
和

名

抄

』

わ

み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

わ

み
ょ
う
し
ょ
う

と
略
す
）
若
狭
国
大
飯
郡
木
津
郷
に
あ
た
る
（
今
の
福
井
県
大
飯
郡
高
浜
町

お
お

い

き

づ

周
辺
）
。
大
飯
郡
は
天

長

二
年
（
八
二
五
）
に
遠
敷
郡
よ
り
分
置
し
て
設

て
ん
ち
ょ
う

お
に
ゅ
う

置
さ
れ
た
（
『
日
本
紀
略
』
同
年
七
月
辛
亥
〈
一
〇
日
〉
条
）。
庚
は
や
や
複

雑
な
字
形
を
し
て
い
る
。
ツ
は
川
の
略
体
字
。
調
塩
の
荷
札
の
可
能
性
が
高

い
も
の
の
、
四
月
の
貢
進
は
珍
し
い
。

尾
張
国
か
ら
の
荷
札

6

（
藤
原
宮
第
一
八
次
、
Ｓ
Ｄ
１
４
５
出
土
。『
藤
原
宮
木
簡
一
』
一
五
一
号
）

(

表)

尾
治
国
知
多
郡

(

裏)

大
寶
二
年

長
さ(

一
一
一)

㎜
・
幅
二
六
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
九
型
式

大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
、
尾
治
国
知
多
郡
か
ら
届
け
ら
れ
た
荷
札
。｢

大

た
い
ほ
う

お

わ

り

ち

た

宝
」
は
、
対
馬
か
ら
金
が
貢
納
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
年
号
で
、
文
武
天

皇
五
年
（
七
〇
一
）
三
月
二
一
日
に
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
大
宝
四
年
五

月
一
〇
日
、
藤
原
宮
の
西
楼
の
上
に
現
れ
た
雲
に
ち
な
ん
で
「
慶
雲
」
へ

け
い
う
ん

と
改
元
さ
れ
た
。
尾
治
は
、
尾
張
の
古
い
表
記
。
出
土
木
簡
に
み
え
る
尾

張
の
表
記
は
、
評
制
下
に
は
尾
治
が
多
く
、
尾
張
は
評
制
下
に
も
す
で
に
み

え
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
和
銅
年
間
（
七
〇
八
～
七
一
五
）
の
後
半
以
降
に

わ

ど
う

定
着
す
る
よ
う
に
み
え
る
。「
尾
治
国
知
多
郡
」は
、『
和
名
抄
』の
尾
張
国
智
多
ち

た

郡
に
あ
た
る
（
今
の
愛
知
県
知
多
半
島
一
帯
）
。
木
簡
の
下
端
を
欠
損
し
て

お
り
、
里
・
貢
進
者
・
税
目
・
数
量
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
わ
か

ら
な
い
。

尾
張
国
の
荷
札
は
、
現
在
七
五
点
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
智
多
郡

（
知
多
評
）
の
荷
札
が
二
八
点
と
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。
智
多
郡
の
荷
札

の
う
ち
品
目
が
推
定
で
き
る
も
の
は
、
塩
が
一
六
点
、
米
が
一
点
、

腊

が

き
た
い

一
点
で
、
塩
の
占
め
る
割
合
が
多
い
。
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
尾
張
国
の

え
ん

ぎ

し
き



( 2 )

調
庸
・

中

男
作
物
は
繊
維
製
品
が
多
く
（
主
計
式
上

尾
張
国
条
）
、
そ

ち
ゅ
う
な
ん
さ
く
も
つ

し
ゅ
け
い

16

れ
ら
の
貢
進
に
木
簡
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
他
方
、
調
塩
・
庸
塩
・
中
男
作
物
の
雑
魚
腊
・
雑
魚
鮨
な
ど
は
、
沿
岸

に
位
置
し
、
知
多
半
島
を
郡
域
に
含
む
智
多
郡
か
ら
多
く
貢
進
さ
れ
た
も
の

と
み
ら
れ
、
尾
張
国
の
荷
札
の
う
ち
智
多
郡
の
荷
札
が
多
い
理
由
は
、
こ
の

あ
た
り
の
事
情
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

祥
瑞
と
年
号

婢
の
食
料
支
給
に
関
わ
る
木
簡

9

（
一
九
三
次
Ｅ
、
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。『
平
城
京
木
簡
二
』
一
七
二
六
号
。

以
下
、
京
二
―
一
七
二
六
の
よ
う
に
略
す
）

〔
模
玉
ヵ
〕

相

女
三
日
分
食
給
在

(

表)

о
人

婢

右
二
人

福
女
十
五
日
分
食
給
在

午
時

(

裏)

о

和
銅
五
年
三
月
四
日

家
令

長
さ
一
六
四
㎜
・
幅
三
〇
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

長
屋
王
家
木
簡
の
一
つ
。
婢
二
人
分
の
食
料
の
支
給
に
関
わ
る
文
書
木
簡

か
。
上
部
に
穿
孔
が
あ
り
、
同
様
の
木
簡
を
束
ね
て
管
理
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。
表
面
の
割
書
部
分
は
、
「
○
日
分
の
食
を
給
う
」
と
日
本
語
の
語

順
で
記
さ
れ
て
い
る
。「
在
」
は
助
動
詞
の
「
た
り
」
の
意
味
で
、『
万
葉
集
』

巻
七
―
一
二
四
八
番
歌
・
巻
一
二
―
二
八
五
六
番
歌
な
ど
に
用
例
が
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
支
給
の
依
頼
で
は
な
く
、
支
給
し
た
こ
と
を
報
告
し
た

文
書
と
考
え
ら
れ
る
。

裏
面
に
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
の
年
紀
が
あ
る
。
「
和
銅
」
は
、
武
蔵

わ

ど
う

む

さ

し

国
か
ら
銅
が
献
上
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
年
号
で
、
慶
雲

け
い
う
ん

五
年
（
七
〇
八
）
正
月
一
一
日
に
改
元
し
た
。
年
月
日
の
下
に
は
、
さ
ら
に

右
に
寄
せ
て
時
刻
を
記
す
。
午
時
は
、
午
前
一
一
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の

う
ま

間
を
さ
す
。
「
家
令
」
は
長
屋
王
家
の
家
政
機
関
の
職
員
。

か

れ
い

美
濃
国
か
ら
の
荷
札

12

（
二
九
次
、
Ｓ
Ｋ
４
４
５
５
出
土
。
『
平
城
宮
木
簡
三
』
三
二
五
八
号
。

以
下
、
宮
三
―
三
二
五
八
の
よ
う
に
略
す
）

〔
方
県
ヵ
〕

(

表)

美
濃
国

郡

〔
年

月
ヵ
〕

(

裏)

和
銅
四

長
さ(

九
七)

㎜
・
幅(

一
二)

㎜
・
厚
さ
七
㎜

〇
一
九
型
式

上
端
と
左
辺
は
原
形
を
と
ど
め
る
が
、
右
辺
と
下
端
は
欠
損
す
る
。
記
載

内
容
か
ら
み
て
、
美
濃
国
方
県
郡
（
今
の
岐
阜
県
岐
阜
市
北
部
一
帯
）
か

み

の

か
た
が
た

ら
届
け
ら
れ
た
荷
札
の
断
片
で
あ
ろ
う
。
左
上
角
は
面
取
り
し
て
お
り
、
切

り
込
み
よ
り
上
が
折
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。郡
の
下
は
里
名
が
続
く
か
、

あ
る
い
は
物
品
名
が
く
る
可
能
性
が
高
い
が
、
文
字
の
左
端
が
わ
ず
か
に
残

る
の
み
で
、
釈
読
は
難
し
い
。

裏
面
に
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
の
年
紀
が
あ
る
。
文
字
の
左
端
が
欠
け
て

い
る
が
、
判
読
に
支
障
は
な
い
。

長
大
な
文
書
木
簡
？
の
断
片

15

（
一
九
三
次
Ｅ
、
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
二
―
一
七
九
六
）

少

霊
亀
二
年
八
月
十
四
日
大
初
位
下
書
吏

長
さ(

二
五
二)

㎜
・
幅
二
七
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
九
型
式

と
同
じ
く
、
長
屋
王
家
木
簡
の
一
つ
。
上
端
は
折
れ
て
い
る
が
、
左
右

9
両
辺
と
下
端
は
原
形
を
と
ど
め
る
。
腐
蝕
に
よ
り
墨
の
残
り
が
悪
い
。
年
月



( 3 )

日
の
下
に
役
人
の
位
階
・
官
職
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
文
書
木
簡
の
末
尾

に
相
当
す
る
部
分
と
み
ら
れ
る
。
具
体
的
な
用
件
は
、
折
れ
た
上
部
に
書
か

れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
裏
面
に
書
か
れ
て
い
た
が
墨
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
場
合
、
か
な
り
長
大
な
文
書
木
簡
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。

霊
亀
二
年
は
、
七
一
六
年
に
あ
た
る
。｢

霊
亀
」
は
、
左
京
の
人
高
田
久

れ
い

き

た
か
だ
の

く

比
麻
呂
が
献
上
し
た
瑞
亀
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
年
号
で
、
和
銅
八
年

ひ

ま

ろ

ず
い

き

わ

ど
う

（
七
一
五
）
九
月
二
日
、
元

正

天
皇
の
即
位
当
日
に
改
元
し
た
。

げ
ん
し
ょ
う

書
吏
は
、
親
王
や
貴
族
の
家
政
機
関
の
職
員
。
「
少
」
以
下
は
、
や
や
右

し
ょ

り

に
ず
れ
て
い
る
が
、
書
吏
の
姓
名
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
長
屋
王
は
正
三
位
で
、

令
の
規
定
ど
お
り
で
あ
れ
ば
、
二
名
の
書
吏
が
い
た
（
家
令
職
員
令

正
三

7

位
条
）
。
三
位
の
貴
族
に
充
て
ら
れ
る
書
吏
の
相
当
位
階
は
少
初
位
下
で

（
官
位

令

少
初
位
条
）
、
こ
の
木
簡
の
大
初
位
下
よ
り
二
階
低
い
。
本

か
ん

い

り
ょ
う

19

人
の
位
階
よ
り
官
職
の
相
当
位
階
の
方
が
低
い
場
合
の
正
式
な
官
位
の
書
き

方
に
つ
い
て
は
、

参
照
。

の
場
合
は
書
吏
の
上
に
「
行
」
が
あ
れ
ば
正

57

9

式
な
書
き
方
と
な
る
が
、
木
簡
で
そ
こ
ま
で
の
厳
密
な
記
載
は
求
め
ら
れ
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

亀
の
絵
？
を
描
い
た
木
簡

18

（
薬
師
寺
境
内
、
Ｓ
Ｅ
０
５
出
土
。
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
一
二
、

一
九
頁
上
段
。
以
下
、
城
一
二
―
一
九
上
の
よ
う
に
略
す
）

(

表)

霊
（
亀
の
絵
）
二
年

(

裏) 月
月
是
是

長
さ(

一
二
三)

㎜
・
幅
三
一
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
九
型
式

同
じ
遺
構
か
ら
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
の
年
紀
を
も
つ
木
簡
が
複
数
見
つ

か
っ
て
お
り
（
Ⅰ
期
展
示

な
ど
）
、「
亀
」
の
文
字
の
か
わ
り
に
亀
の
絵
を

16

描
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
絵
は
、「
霊
」
の
下
の
墨
の
薄
い
も
の
と
、
「
二

年
」
と
重
な
っ
て
い
る
墨
の
濃
い
も
の
の
二
つ
が
見
え
る
。
い
ず
れ
も
真
ん

中
の
い
び
つ
な
円
形
が
甲
羅
で
、
そ
こ
か
ら
放
射
状
に
出
て
い
る
線
が
足
や

頭
・
尾
で
あ
ろ
う
。
裏
面
は
「
是
」
「
月
」
の
習
書
。
一
文
字
目
も
「
月
」

の
書
き
か
け
と
解
釈
で
き
る
。

紀
伊
国
か
ら
の
荷
札
１

21

（
三
九
次
、
Ｓ
Ｄ
４
９
５
１
出
土
。
宮
三
―
二
九
一
〇
）

(

表)

紀
伊
国
安
諦
郡
吉
備
郷

(

裏)

養
老
四
年
十
月

持
海

長
さ(

一
七
七)

㎜
・
幅
二
一
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
三
九
型
式

紀
伊
国
安
諦
郡
吉
備
郷
（
今
の
和
歌
山
県
有
田
川
町
の
う
ち
旧
吉
備
町
域
）

き

い

あ

て

き

び

か
ら
送
ら
れ
た
荷
札
木
簡
。
裏
面
に
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
年
紀
を
記

よ
う
ろ
う

す
。｢

養
老
」
は
、
元

正

天
皇
が
行
幸
し
た
美
濃
国
多
度
山
の
美
泉
に
ち

げ
ん
し
ょ
う

み

の

た

ど

な
ん
だ
年
号
で
、
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
一
一
月
一
七
日
に
改
元
し
た
。

れ
い

き

安
諦
郡
は
『
和
名
抄
』
の
紀
伊
国
在
田
郡
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
、
平
城

あ
り

だ

へ
い
ぜ
い

天
皇
の

諱

、
安
殿
を
避
け
る
た
め
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
改
め
た
こ

い
み
な

あ

て

だ
い
ど
う

と
に
よ
る
（
『
日
本
後
紀
』
同
年
七
月
戊
戌
〈
七
日
〉
条
）
。
「
郷
」
よ
り
下

の
文
字
の
右
半
は
、
傷
の
た
め
剥
離
す
る
。
養
老
四
年
は
郷
里
制
の
施
行
期

間
で
あ
る
た
め
、
コ
ザ
ト
（
里
）
の
名
前
が
続
く
可
能
性
が
高
い
が
、
残
画

が
わ
ず
か
で
判
読
で
き
な
い
。

「
持
」
は
文
字
ど
お
り
荷
物
を
持
ち
運
ん
だ
人
の
こ
と
で
、
持
丁
と
記
す

こ
と
も
多
い
。
都
の
近
郊
か
ら
物
品
を
進
上
し
た
際
の
送
り
状
に
比
較
的
よ

く
見
え
る
が
、
諸
国
か
ら
の
荷
札
に
記
す
例
は
珍
し
い
。
続
く
「
海
」
が
ウ

ジ
名
の
一
文
字
目
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
見
つ
か
っ
て
い
る
紀
伊
国
安
諦
郡
の
荷
札
で
税
目
・
品
目
の

わ
か
る
も
の
は
、
酢
の
可
能
性
が
あ
る
一
点
（
宮
二
―
二
二
一
一
）
を
除
き

す
し

い
ず
れ
も
調
塩
で
あ
る
。
た
だ
し
酢
の
荷
札
は
郡
単
位
で
の
貢
進
で
あ
り
、

里
単
位
で
貢
進
す
る
も
の
は
調
塩
に
限
ら
れ
る
か
ら
、

は
調
塩
の
荷
札

21

の
可
能
性
が
高
い
。
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尾
張
国
か
ら
の
米
？
の
荷
札

24

（
三
九
次
、
Ｓ
Ｄ
４
９
５
１
出
土
。
宮
三
―
二
八
九
五
）

〔
月
ヵ
〕

(

表)

尾
張
国
葉
栗
郡
若
栗
郷

里

五
斗

養
老
四
年
十
二
月

(

裏)

敢
石
部
赤
猪
料
年
米

長
さ
二
一
三
㎜
・
幅
一
八
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
二
型
式

尾
張
国
葉
栗
郡
若
栗
郷
（
今
の
愛
知
県
一
宮
市
島
村
お
よ
び
浅
井
町
大

お

わ
り

は

ぐ
り

わ
か
く
り

日
比
野
を
含
む
一
帯
か
）
か
ら
送
ら
れ
た
荷
札
木
簡
。
裏
面
に
養
老
四
年
（
七

二
〇
）
の
年
紀
が
あ
る
。
表
面
末
尾
の
コ
ザ
ト
名
は
判
読
で
き
な
い
。
裏
面

冒
頭
の
敢
石
部
赤
猪
は
、
貢
進
者
の
名
前
。
「
年
米
」
と
い
う
熟
語
は
耳
慣

あ
え
い
そ
べ
の
あ
か

い

れ
な
い
が
、
年
料
舂
米
の
意
味
か
。
あ
る
い
は
「
料
年
」
が
「
年
料
」
の
書

き
間
違
い
だ
ろ
う
か
。

の
よ
う
な
転
倒
符
は
、
現
状
で
は
確
認
で
き
な
い

48

が
、「
年
料
米
五
斗
」
な
ら
意
味
は
通
じ
や
す
い
。

「
米
」
ま
で
は
字
間
を
あ
け
て
ゆ
っ
た
り
と
書
い
て
い
る
が
、
「
五
斗
」

以
下
は
文
字
を
小
さ
く
右
に
寄
せ
、
字
間
も
詰
め
て
い
る
。
途
中
で
余
白
が

少
な
い
こ
と
に
気
付
き
、
急
遽
割
り
付
け
を
変
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
、
先
に
「
米
」
ま
で
書
い
た
荷
札
を
作
っ
て
お
き
、
後
で
数
量
と
年
紀
を

書
き
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
「
米
」
ま
で
と
「
五
斗
」
以
下
で
、

顕
著
な
筆
跡
の
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
。

両
面
に
墨
書
の
あ
る
長
大
な
削
屑

27

（
二
〇
四
次
、
Ｓ
Ｄ
５
３
０
０
出
土
。
京
三
―
五
五
一
一
）

〔
綾
ヵ
〕

(

表)

讃
岐
国
宮
処
郷
戸
主

勝

(

裏)

亀

神

祇

祇

祇

〇
九
一
型
式

二
条
大
路
木
簡
。
一
般
に
、
削
屑
は
古
代
木
簡
全
体
の
八
〇
～
九
〇
％
を

占
め
る
と
さ
れ
る
が
、
表
裏
両
面
に
墨
書
の
あ
る
も
の
は
珍
し
い
。
表
面
が

元
の
木
簡
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
面
と
み
ら
れ
、
裏
面
は
廃
棄
前
に
な
さ

れ
た
習
書
で
あ
ろ
う
。

表
面
の
「
讃
岐
国
宮
処
郷
」
は
『
和
名
抄
』
の
讃
岐
国
山
田
郡
宮

所

郷

や
ま

だ

み
や
と
こ
ろ

で
、
今
の
香
川
県
高
松
市
の
一
部
に
あ
た
り
、
同
市
前
田
東
町
・
前
田
西
町

（
旧
前
田
村
）
付
近
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
。
そ
の
下
の
「
戸
主
」
は
、「
戸
」

の
下
に
「
主
」
が
入
り
込
み
、
ま
る
で
一
文
字
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

合
字
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
類
例
と
し
て
は
「
麻
呂
」

↓「
麿
」
や
「
堅
魚
」

か

つ

お

↓

「
鰹
」
な
ど
が
あ
る
。

裏
面
に
は
、
表
面
と
は
天
地
逆
で
「
祇
祇
祇
神
亀

」
と
記
さ
れ
る
。
お

そ
ら
く
「
神
祇
」
と
年
号
「
神
亀
」
と
の
連
想
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

じ
ん

ぎ

じ
ん

き

も
そ
も
習
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
必
ず
し
も
神
亀
年
間
（
七
二
四
～
七
二

九
）
に
記
さ
れ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
二
条
大
路
木
簡
は
天

平

八
年

て
ん
ぴ
ょ
う

（
七
三
六
）
前
後
の
資
料
を
主
体
と
し
て
お
り
、
仮
に

裏
面
も
天
平
年
間

27

（
七
二
九
～
七
四
九
）
に
書
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
「
神
亀
」
は
一
つ
前

の
年
号
、
今
の
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
平
成
」
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。「
神

祇
」
の
「
祇
」
字
を
書
き
連
ね
な
が
ら
、
数
年
前
ま
で
使
用
し
て
い
た
年
号

「
神
亀
」
を
ふ
と
（
あ
る
い
は
懐
か
し
く
）
思
い
出
す
、
そ
ん
な
書
き
手
の

姿
を
想
像
す
る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
。

◎

鉄
製
扉
金
具
の
製
作
・
進
上
に
関
わ
る
木
簡

30

（
二
〇
次
、
Ｓ
Ｋ
２
１
０
２
出
土
。
宮
二
―
二
〇
八
三
）

〔
釘
ヵ
〕

長
三
寸
半

長
四
寸

〔
坊
ヵ
〕

挙
鎹
十
六
隻

牒

六
隻

(

表)

北

所
進

о

尻
塞
卅
四
枚

鐶
二
隻



( 5 )

位
并
尻
塞
四
枚

損
十
一
斤
十
両

(

裏)

本
受
鉄

三
斤
十
両

о

合
卅
二
斤

｢

了｣

神
亀
六
年
三
月
十
三
日
足
嶋

長
さ
三
〇
三
㎜
・
幅
四
九
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
一
型
式

北
坊
所
（
？
）
が
鉄
製
の
扉
金
具
を
進
上
す
る
木
簡
。
「
挙

鎹
」
は
戸

あ
げ
か
す
が
い

締
具
の
一
種
。
『
延
喜
木
工
寮
式
』

鉄
工
条
に
は
「
拳
鎹
一
隻
〈
茎
三
寸

10

環
六
寸
〉
料
、
鉄
十
三
両
」
と
み
え
る
。
「
牒
」
は
両
扉
の
合
わ
せ
目
の
隙

ふ
だ

間
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
付
け
ら
れ
る
木
製
の
板
で
、
定
木
と
も
い
う
。
た
だ
し
、

じ
よ
う
ぎ

「
牒
□
」
は
鉄
製
品
と
想
定
さ
れ
、
牒
そ
の
も
の
で
は
な
く
牒
を
固
定
す

る
釘
な
ど
の
金
具
で
あ
ろ
う
。
正
倉
院
文
書
に
、
戸
牒
を
う
ち
つ
け
る
た

め
の
釘
が
散
見
す
る
（
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
五
巻
三
三
七
・
三

四
一
頁
な
ど
）
。
「
尻

塞
」
は
釘
な
ど
を
打
ち
付
け
、
そ
の
先
が
裏
に
出
た

し
り
ふ
さ
ぎ

場
合
、
そ
の
釘
先
を
覆
い
隠
す
た
め
に
付
け
る
金
具
。
「

鐶

」
は
戸
の
引

み
み
が
ね

き
手
の
金
輪
で
あ
る
。
「
位
」
は
位

金
の
こ
と
で
、
鐶
な
ど
を
打
ち
付
け

く
ら
い
が
ね

る
場
合
そ
の
根
本
に
据
え
る
金
具
。
史
料
に
は
、
引
手
（
鐶
）
・
打
立
・
鎹

な
ど
に
関
し
て
後
塞
（
尻
塞
）
と
一
具
と
な
っ
て
み
え
る
（
『
大
日
本
古
文

書
（
編
年
）
』
二
五
巻
三
七
〇
頁
、
『
延
喜
伊
勢
太
神
宮
式
』

調
度
条
）
。

26

こ
れ
ら
の
金
具
を
制
作
す
る
た
め
に
受
領
し
た
鉄
四
三
斤
一
〇
両
の
う
ち
、

製
品
と
な
っ
た
の
は
三
二
斤
で
、
「
損
料
」
（
製
品
と
な
ら
な
か
っ
た
分
）

が
一
一
斤
一
〇
両
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
了
」
は
報
告
を
受
け
取
っ
た
側
で
、

確
認
の
の
ち
書
き
込
ま
れ
た
も
の
か
。
な
お
、
下
部
に
穿
孔
が
あ
り
、
同

種
の
鉄
な
ど
の
管
理
に
用
い
ら
れ
た
木
簡
が
束
ね
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が

想
定
さ
れ
る
。

裏
面
の
神
亀
六
年
は
七
二
九
年
。
「
神
亀
」
は
、
平
城
京
左
京
の
住
人
が

じ
ん

き

捕
獲
し
た
白
亀
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
年
号
で
、
養
老
八
年
（
七
二

よ
う
ろ
う

四
）
二
月
四
日
、

聖

武
天
皇
の
即
位
当
日
に
改
元
さ
れ
た
も
の
。
な
お
、

し
ょ
う

む

神
亀
六
年
は
八
月
五
日
に
「
天

平

」
と
改
元
さ
れ
る
。

て
ん
ぴ
ょ
う

は
、
内
裏
の
北
方
に
位
置
し
内
膳
司
と
推
定
さ
れ
る
役
所
の
、
東
半

な
い
ぜ
ん

し

30
の
広
場
で
見
つ
か
っ
た
ゴ
ミ
捨
て
土
坑
Ｓ
Ｋ
２
１
０
２
か
ら
出
土
し
た
。
30

に
記
さ
れ
た
内
容
と
年
紀
は
、
土
坑
Ｓ
Ｋ
２
０
１
２
の
埋
没
年
代
や
性
格
を

推
し
量
る
た
め
の
重
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。

穀
物
の
リ
ス
ト
を
記
し
た
木
簡

33

（
一
九
七
次
、
Ｓ
Ｄ
５
１
０
０
出
土
。
城
二
二
―
九
上
）

(

表)

已
上
五
月
料

大
炊
寮

米
一
斗

糯
米
三
斗

秣
禾
四
斗
一
升

(

裏)

天
平
八
年
五
月
十
六
日
太
米
廣
目

長
さ
三
二
〇
㎜
・
幅
二
六
㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
一
一
型
式

二
条
大
路
木
簡
。
大
炊

寮

が
五
月
分
と
し
て
米
以
下
の
雑
穀
を
進
上
ま

お
お

い

り
ょ
う

た
は
請
求
し
た
際
の
記
録
と
み
ら
れ
る
。
大
炊
寮
は
宮
内

省

の
被
管
で
、

く

な
い
し
ょ
う

諸
国
か
ら
貢
進
さ
れ
た

舂

米
（
脱
穀
し
た
白
米
）
の
管
理
や
諸
司
に
分
給

し
ょ
う
ま
い

す
る
食
料
の
事
な
ど
を
掌
っ
た
。「
糯
米
」
は
も
ち
米
の
こ
と
で
、「
秣
禾
」

は
馬
（
や
牛
な
ど
）
の
飼
料
と
す
る
穀
物
を
指
す
。
裏
面
の
年
紀
の
下
に
記

さ
れ
た
太
米
廣
目
は
進
上
ま
た
は
請
求
の
担
当
者
。
太
米
氏
は
「
多
米
」
と

た

め
の
ひ
ろ

め

も
表
記
さ
れ
る
。

裏
面
の
天

平

八
年
は
七
三
六
年
。
「
天
平
」
は
背
中
に
「
天
王
貴
平
知

て
ん
ぴ
ょ
う

百
年
」の
文
が
あ
る
亀
を
左
京
職
が
献
上
し
た
こ
と
に
ち
な
む
年
号
で
、神
亀

じ
ん

き

六
年
（
七
二
九
）
八
月
五
日
に
改
元
し
た
。

時
に
、
奈
良
時
代
や
古
代
ロ
マ
ン
の
代
名
詞
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
「
天
平
」

は
、
実
際
に
奈
良
時
代
の
年
号
の
な
か
で
は
最
も
長
く
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
期
間
は
足
か
け
二
一
年
に
も
及
ぶ
。
一
方
、
こ
の
天
平
年
間
（
七
二
九
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～
七
四
九
）
、
特
に
そ
の
前
半
は
相
次
ぐ
天
災
に
苦
し
め
ら
れ
る
日
々
で
あ

っ
た
。
天
平
四
年
（
七
三
二
）
頃
か
ら
は
天
候
不
順
に
よ
る
飢
饉
が
つ
づ
き
、

同
七
年
に
は
、
新
羅
使
も
し
く
は
前
年
に
帰
国
し
た
遣
唐
使
が
持
ち
込
ん
だ

と
み
ら
れ
る
疫
病
が
蔓
延
し
た
。
さ
ら
に
同
九
年
に
は
天
然
痘
が
大
流
行
し

て
猛
威
を
振
る
い
、
不
比
等
の
子
息
で
あ
る
藤
原
四
兄
弟
が
同
年
中
に
揃
っ

て
没
す
る
な
ど
、
列
島
全
土
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
天
平
八
年
は
、

こ
れ
ら
疫
病
流
行
の
小
康
期
に
あ
た
る
。

◎

天
平
の
年
紀
が
あ
る
付
札

36

（
一
三
次
、
Ｓ
Ｋ
８
２
０
出
土
。
宮
一
―
四
九
三
）

(

表)

出

子

止
保

(

裏)

天
平
十

年
六
月
廿
四
日

家

長
さ
一
四
一
㎜
・
幅
二
四
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
二
型
式

上
端
に
切
り
込
み
を
有
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
付
札
と
み
ら
れ
る
が
、
墨
痕

が
薄
く
、
十
分
に
は
判
読
で
き
な
い
。
表
面
三
文
字
目
の
「
子
」
は
果
物
の

実
を
表
す
こ
と
が
あ
り
（
例
え
ば
柿
の
実
は
「
柿
子
」
と
表
記
さ
れ
る
〈
城

二
一

－

三
五
下(

四
〇
八)

な
ど
〉
）、
果
実
類
に
付
け
ら
れ
た
物
品
管
理
用
の

ラ
ベ
ル
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

右
辺
の
上
端
付
近
が
失
わ
れ
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
切
り
込
み
は

比
較
的
深
く
刻
ま
れ
、
特
に
左
辺
の
も
の
は
形
状
も
正
三
角
形
に
近
く
、
全

体
的
に
丁
寧
な
作
り
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
切
り
込
み
に
紐
を
掛

け
る
と
、
一
文
字
目
の
「
出
」
は
中
央
部
が
隠
れ
て
し
ま
う
。

は
、
内
裏
の
北
東
に
置
か
れ
た
内
裏
北
外
郭
官
衙
で
検
出
さ
れ
た
土
坑

36
Ｓ
Ｋ
８
２
０
か
ら
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｋ
８
２
０
か
ら
は
荷
札
が
多
量
に
出
土
し

て
お
り
、
時
に
「
荷
札
の
デ
パ
ー
ト
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら

の
荷
札
に
は
年
紀
を
有
す
る
も
の
も
多
く
含
ま
れ
、
特
に
天

平

一
七
・
一

て
ん
ぴ
ょ
う

八
年
（
七
四
五
・
七
四
六
）
の
も
の
が
過
半
を
占
め
る
。
一
方
、
最
も
古
い

年
紀
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
で
あ
り
（
宮
一
―
二
八
九
・
二
九
四
）
、
最

よ
う
ろ
う

新
の
年
紀
は
「
天
平
十
九
年
七
月
廿
三
日
」
（
宮
一
―
四
五
六
）、
他
に
天
平

年
間
で
は
元
年
・
三
年
・
四
年
・
一
三
年
・
一
五
年
の
年
紀
が
認
め
ら
れ

る
。
裏
面
四
文
字
目
は
残
画
か
ら
み
る
と
、
「
一
」
も
し
く
は
「
七
」
の
可

能
性
が
高
い
か
。
「
十
一
年
」
「
十
七
年
」
い
ず
れ
の
場
合
も
共
伴
す
る
木
簡

の
年
紀
と
矛
盾
し
な
い
。
末
尾
の
「
家
」
は
別
筆
の
可
能
性
が
あ
る
。

四
文
字
の
年
号

年
紀
が
記
さ
れ
た
檜
扇

39

（
一
八
六
次
補
、
Ｓ
Ｅ
４
７
６
０
出
土
。
京
一
―
五
六
）

勝
寶
七
年
乙
未
十
月

о
天
平

長
さ(

一
九
五)

㎜
・
幅
二
五
・
厚
さ
一
㎜

〇
六
一
型
式

檜
扇
の
一
枚
。
下
端
は
二
次
的
に
切
断
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
、

要

部
分

ひ
お
う
ぎ

か
な
め

は
残
ら
な
い
。
天

平

と

勝

宝
の
間
に
直
径
一
㎜
ほ
ど
の
小
孔
が
あ
り
、

て
ん
ぴ
ょ
う

し
ょ
う
ほ
う

そ
の
右
側
に
は
木
目
に
直
行
し
て
紐
の
痕
が
残
る
。

奈
良
時
代
の
檜
扇
は
、
要
部
分
に
一
つ
と
、
橋
の
中
央
も
し
く
は
上
部

ほ
ね

に
二
つ
の
綴
孔
（
も
し
く
は
切
り
目
）
が
開
い
て
い
る
も
の
が
よ
く
見
ら

れ
る
。
要
孔
に
木
釘
な
ど
を
差
し
込
ん
で
橋
を
固
定
し
、
上
部
の
綴
孔
に

紐
を
通
し
て
綴
じ
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
開
閉
で
き
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

に
は
綴
孔
が
一
つ
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
二
つ
孔
の
も
の
と
は
紐

39の
か
け
方
が
異
な
っ
た
か
。
長
さ
三
〇
㎝
ほ
ど
の
も
の
と
二
〇
㎝
ほ
ど
の

も
の
が
あ
り
、
要
孔
の
位
置
を
考
え
る
と
、

は
三
〇
㎝
タ
イ
プ
と
思
わ

39

れ
る
。
な
お
、
東
寺
食
堂
本
尊
の
千
手
観
音
像
内
に
納
入
さ
れ
て
い
た

「
元

慶

元
年
」
（
八
七
七
）
銘
の
檜
扇
は
、
ヒ
ノ
キ
の
薄
板
二
〇
枚
を
綴

が
ん
ぎ
ょ
う

じ
合
わ
せ
た
も
の
で
、
上
部
左
右
に
二
つ
の
綴
孔
を
も
つ
が
、
親
橋
に
は

片
側
に
一
つ
し
か
孔
が
み
ら
れ
な
い
。
孔
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、

も
あ
る
い
は
親
橋
の
可
能
性
が
あ
る
。

39
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出
土
し
た
檜
扇
に
書
か
れ
る
内
容
は
、
人
名
や
官
職
・
地
名
・
絵
な
ど

多
様
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
習
書
が
多
い
。
「
天
平
」
は
、
紐
が
掛
か
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
部
分
の
上
側
に
、
左
寄
り
に
小
さ
く
書
か
れ
る
。
「
勝
寳
七

年
…
」
も
中
央
や
や
左
寄
り
で
大
き
め
の
文
字
で
書
か
れ
る
。
紐
の
位
置

を
気
に
し
て
、
と
い
う
よ
り
は
、
紐
が
掛
け
ら
れ
た
後
、
つ
ま
り
檜
扇
と

し
て
完
成
し
た
後
に
紐
を
避
け
て
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

天
平
勝
宝
七
年
は
七
五
五
年
。
乙
未
は
そ
の
干
支
。
正
月
四
日
に
「
思

う
と
こ
ろ
有
る
が
為
に
」
天
平
勝
宝
七
年
を
改
め
て
天
平
勝
宝
七
歳
と
し

（
『
続
日
本
紀
』
同
日
条
）
、
次
の
年
号
の
天

平

宝
字
に
改
元
さ
れ
る
ま
で

て
ん
ぴ
ょ
う
ほ
う

じ

「
歳
」
を
使
用
し
た
。
こ
れ
は
天
平
勝
宝
五
年
に
帰
国
し
た
遣
唐
使
に
よ

っ
て
、
唐
の
玄
宗
が
天
宝
三
年
（
七
四
四
）
に
「
年
」
を
「
載
」
に
改
め

た
と
い
う
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

は
一
〇
月
な
の
で
本
来
で
あ
れ
ば
「
天
平
勝
宝
七
歳
」
と
あ
る
べ
き
だ
が
、

39「
年
」
表
記
の
ま
ま
で
あ
る
。
年
号
と
干
支
を
並
記
す
る
類
例
は
、
Ⅰ
期

展
示

の
ほ
か
、
福
岡
市
元
岡･

桑
原
遺
跡
群
出
土
木
簡
の
「
大
宝
元
年
辛

も
と
お
か

く
わ
ば
ら

7

丑
」
が
あ
る
が
（
『
元
岡･

桑
原
遺
跡
群
一
四
』
八
号
）
、
い
ず
れ
も
年
号
の

本
格
的
運
用
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

は
そ
こ
か
ら

39

半
世
紀
が
経
っ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
点
で
、
特
異
な
例
と
い
え
よ
う
。

年
号
な
ど
を
習
書
し
た
木
簡

42

（
西
隆
寺
第
一
次
、
Ｓ
Ｘ
０
３
３
・
Ｓ
Ｘ
０
３
５
出
土
。『
西
隆
寺
発
掘

調
査
報
告
書
』
四
九
号
。
以
下
、
西
隆
寺
―
四
九
の
よ
う
に
略
す
）

(

表)

及
勝
内
函
函

年

及

私
及
及
私
及

謹
解

勝
勝
寶
元
年

退

退

私

及

〔
猪
ヵ
〕
及

及

謹
解

謹
解

解
解
私
及
私
私

私
私

(

裏)｢
｣

卿
足
下｢

啓

楽
礼
乙

｣

長
さ(

二
二
三)

㎜
・
幅
四
〇
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
九
型
式

左
辺
と
下
端
は
原
形
を
と
ど
め
る
が
、
右
辺
は
割
れ
て
お
り
、
上
端
は

裏
面
か
ら
刃
を
入
れ
て
切
り
折
っ
て
い
る
。
表
裏
両
面
と
も
習
書
さ
れ
る

が
、
裏
面
「
卿
足
下
」
の
み
、
本
来
の
文
書
が
残
存
し
て
い
る
か
。
表
面

に
は
、
釈
文
に
お
こ
し
た
他
に
も
習
書
が
あ
る
。
ま
た
、
裏
面
に
は
削
り

残
り
の
墨
痕
が
あ
る
。

「
足
下
」
は
脇
付
。
宛
先
の
後
に
つ
け
て
敬
意
を
表
す
文
言
で
あ
る
。

わ
き
づ
け

現
在
用
い
る
侍
史
や
御
中
と
い
っ
た
語
と
同
様
の
も
の
。
木
簡
に
は
「
足
下
」

の
ほ
か
侍
者
、
御
前
、
座
下
（
坐
下
）
な
ど
の
脇
付
が
み
え
る
。
西
隆
寺
の

同
じ
調
査
か
ら
、
「
足
下
」
の
脇
付
の
あ
る
文
書
木
簡
（
西
隆
寺
―
二
）
が

出
土
し
て
い
る
。

「
解
」
は
、
最
終
画
を
伸
ば
し
て
左
に
払
う
独
特
の
書
体
。
「
解
」
の
最

終
画
は
長
め
の
も
の
が
多
い
が
（

、
Ⅰ
期
展
示

、

な
ど
）
、

は
そ

57

43

49

42

の
な
か
で
も
特
異
で
あ
る
。
裏
面
の
異
筆
部
分
は
ひ
ど
く
バ
ラ
ン
ス
の
崩

れ
た
字
体
。
「
啓
」
の
攵
の
字
形
は
文
に
近
く
、
「
下
」
に
接
近
し
て
書
か

れ
、
口
は
や
け
に
小
さ
く
書
か
れ
る
。

「
勝
宝
元
年
」
は
天

平

勝

宝
元
年
の
こ
と
で
七
四
九
年
。
天
平
感
宝

て
ん
ぴ
ょ
う
し
ょ
う
ほ
う

か
ん
ぽ
う

元
年
（
七
四
九
）
七
月
二
日
に
阿
倍
内
親
王
（
孝
謙
天
皇
）
へ
の
譲
位
が

お
こ
な
わ
れ
、
天
平
勝
宝
へ
と
改
元
し
た
。
こ
の
年
の
四
月
に
天
平
か
ら

天
平
感
宝
に
改
元
し
た
ば
か
り
で
、
天
平
感
宝
は
た
っ
た
三
ヵ
月
間
の
年

号
だ
っ
た
。
一
年
の
間
に
複
数
回
改
元
す
る
こ
と
は
中
国
で
は
数
例
あ
る

が
（
例
え
ば
、
嗣
聖
→
文
明
→
光
宅
〈
六
八
四
年
〉
、
天
冊
万
歳
→
万
歳
登

封
→
万
歳
通
天
〈
六
九
六
年
〉
）
、
日
本
で
は
こ
れ
が
唯
一
の
事
例
。
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駿
河
国
か
ら
の
カ
ツ
オ
の
荷
札

45

（
三
二
次
補
、
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
出
土
。
宮
五
―
七
九
〇
一
）

(

表)

駿
河
国
駿
河
郡
古
家
郷
戸
主
春
日
部
与
麻
呂
調
煮
堅
魚
捌
斤
伍
両

国
司
掾
従
六
位
下
大
伴
宿
祢
益
人

(

裏)

天
平
寶
字
四
年
十
月
専
当
郡
司
大
領
外
正
六
位

生
部
直

理

〔
上
ヵ
〕
〔
信
陀
〕

長
さ
二
〇
五
㎜
・
幅
三
三
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
三
一
型
式

駿
河
国
駿
河
郡
古
家
郷
（
今
の
静
岡
県
沼
津
市
原
付
近
か
）
か
ら
調
と

す

る

が

ふ
る
い
え

し
て
納
め
ら
れ
た
「
煮
堅
魚
」
の
荷
札
。
表
面
の
「
春
日
部
与
麻
呂
」
は

に

が
つ

お

か
す

か

べ
の

よ

ま

ろ

調
の
貢
進
者
。
裏
面
の
「
専
当
」
は
担
当
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
調
の
納

せ
ん
と
う

税
業
務
お
よ
び
都
へ
の
貢
進
を
担
当
し
た
国
司
・
郡
司
を
指
す
。
専
当
官

名
を
記
す
荷
札
は
珍
し
く
数
例
が
知
ら
れ
る
の
み
（

、
城
一
九
―
二
一

69

上
な
ど
）
。

｢

捌
斤
伍
両
」
は
、
約
五
・
六
㎏
。
賦
役

令

の
規
定
に
よ
る
と
、
正
丁

は
ち

ご

ぶ

や
く
り
ょ
う

一
人
あ
た
り
の
煮
堅
魚
の
貢
進
量
は
二
五
斤
（
賦
役
令

調
絹
絁
条
）
。
こ

1

れ
は
小
斤
で
の
数
量
で
、
大
斤
に
換
算
す
る
と
お
お
よ
そ
八
斤
五
両
と
な

る
。
数
量
表
記
に
「
捌
」
「
伍
」
の
よ
う
な
大
字
（
主
に
正
式
な
公
文
書
な

だ
い

じ

ど
で
用
い
ら
れ
る
画
数
の
多
い
漢
数
字
。「
壹
」「
貳
」「
参
」「
肆
」
な
ど
）

い
ち

に

さ
ん

し

が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
荷
札
木
簡
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
特
徴
。
専

当
官
名
を
記
す
荷
札
の
多
く
が
貢
納
数
量
を
大
字
で
表
記
す
る
。

裏
面
の
郡
司
大

領

生
部

直

信
陀
理
は
、
天
平
一
〇
年
度
（
七
三
八
）

だ
い
り
ょ
う
み
ぶ
べ
の
あ
た
い

し

だ

り

駿
河
国

正

税

帳

に
見
え
る
「
壬
生
直
信
陀
理
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
〈
編

し
ょ
う
ぜ
い
ち
ょ
う

年
〉
二
巻
七
三
頁
）
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

｢

煮
堅
魚
」
は
カ
ツ
オ
の
加
工
品
。
カ
ツ
オ
の
加
工
品
に
は
荒(

麁
）
堅

あ
ら

魚
（
単
に
「
堅
魚
」
と
記
す
場
合
も
あ
る
）
、
堅
魚
煎
汁
、
堅
魚
鮨
な
ど
が

あ
る
。
煮
堅
魚
は
荒
堅
魚
よ
り
加
工
に
手
が
か
か
る
製
品
で
あ
っ
た
よ
う

で
、
一
人
あ
た
り
の
貢
納
量
（
重
さ
）
は
少
な
く
、
高
価
で
あ
っ
た
。

煮
堅
魚
は
荒
堅
魚
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
荒
堅
魚
を

今
日
の
鰹
節
の
原
型
、
煮
堅
魚
を
な
ま
り
節
の
よ
う
な
も
の
と
み
る
見
解
、

煮
堅
魚
を
鰹
節
に
近
い
も
の
に
当
て
、
荒
堅
魚
は
茹
で
る
な
ど
の
工
程
を

伴
わ
な
い
干
物
の
類
と
み
る
見
解
、「
麁
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
、

基
本
的
な
加
工
工
程
は
同
じ
で
出
来
具
合
が
精
巧
で
あ
る
か
ど
う
か
の
差

（
絹
と

絁

の
関
係
の
よ
う
な
）
と
い
う
見
解
な
ど
が
あ
る
。

あ
し
ぎ
ぬ

文
字
は
、
小
振
り
だ
が
端
正
な
楷
書
体
で
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
よ
く
見
る
と
、
紐
を
か
け
て
も
文
字
が
隠
れ
な
い
よ
う
、
上
下
両
端

の
切
り
込
み
の
間
に
う
ま
く
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
右
辺
中
央

付
近
の
切
り
込
み
は
用
途
不
明
。
表
裏
両
面
と
も
や
や
左
寄
り
に
文
字
を

記
す
。

天

平

宝
字
四
年
は
七
六
〇
年
。｢

天
平
宝
字
」
は
、
孝
謙
天
皇
の
寝
殿

て
ん
ぴ
ょ
う
ほ
う

じ

の

承

塵
（
屋
根
裏
か
ら
落
ち
る
塵
を
防
ぐ
た
め
、
部
屋
の
上
に
張
る
板
・

し
ょ
う
じ
ん

む
し
ろ
・
布
な
ど
）
の
裏
に
「
天
下
大
平
」
の
四
字
が
生
じ
、
駿
河
国
の
蚕

が
「
五
月
八
日
開
下
帝
釈
標
知
天
皇
命
百
年
息
」
と
い
う
字
を
作
っ
た
こ
と

に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
年
号
。
天

平

勝

宝
九
歳
（
七
五
七
）
八
月

て
ん
ぴ
ょ
う
し
ょ
う
ほ
う

一
八
日
に
改
元
し
た
。
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◎

紀
伊
国
か
ら
の
塩
の
荷
札

48

（
五
次
、
Ｓ
Ｋ
２
１
９
出
土
。
宮
一
―
一
八
）

〔
戸
主
ヵ
〕

(

表)

紀
伊
国
日
高
部
財
郷

矢
田
部
益
占
調
塩

ν
(

裏)

三
斗

天
平
字
寶

年
十
月

〔
五
ヵ
〕

長
さ(

二
〇
六)

㎜
・
幅
二
二
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
九
型
式

紀
伊
国
（
今
の
和
歌
山
県
）
か
ら
調
と
し
て
納
め
ら
れ
た
塩
の
荷
札
。「
日

き

い

高
部
財
郷
」
は
日
高
郡
財
部
郷
（
今
の
御
坊
市
付
近
）
を
指
す
。
三
斗
（
今

ひ

だ

か

た

か

ら

の
約
一
斗
三
升
五
合
、
二
四
・
三
ℓ
）
は
一
人
分
の
調
塩
の
輸
貢
量
と
し

て
一
般
的
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
腐
蝕
し
た
部
分
の
文
字
が
見
え
づ
ら
い
も
の
の
、
大
方

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
下
端
は
原
形
を
と
ど
め
な
い
が
、
木
簡
の
内
容
か

ら
み
れ
ば
表
面
が
物
品
名
ま
で
書
か
れ
、
裏
面
に
数
量
が
記
載
さ
れ
る
た

め
、
表
面
下
部
に
こ
れ
以
上
文
字
が
続
く
こ
と
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

裏
面
に
は
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
の
年
紀
が
あ
る
。
誤
っ
て
「
天

平
字
寶
」
と
記
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
訂
正
す
る
た
め
「
寶
」
の
右
脇
に
点

が
打
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
字
寶
」
の
文
字
を
上
下
入
れ
替
え
て
「
寶

字
」
と
読
む
よ
う
指
示
す
る
も
の
で
、
転
倒
符
と
呼
ば
れ
る
。

な
お
、
転
倒
符
の
例
を
木
簡
で
探
せ
ば
、
能
登
を
「
登
能
」
と
書
い
て

か
ら
「
能
」
の
右
脇
に
転
倒
符
を
付
し
た
越
前
国
能
登
郡
（
今
の
石
川
県

羽
咋
市
付
近
）
か
ら
の
庸
米
の
荷
札
（
Ⅰ
期
展
示

）
な
ど
が
あ
る
。
ま

10

た
、
正
倉
院
文
書
の
な
か
で
年
号
の
誤
記
に
転
倒
符
を
付
し
た
例
は
、
天

平
感
宝
が
一
例
（
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
〇
巻
二
八
二
頁
）
、
天
平

勝
宝
が
三
例
（
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
一
巻
五
頁
、
一
二
巻
二
六

四
頁
、
一
二
巻
三
一
四
頁
）
知
ら
れ
る
。
ま
た
転
倒
符
は
付
さ
な
い
が
、

宝
亀
を
亀
宝
と
記
し
た
例
が
四
例
あ
る
（
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一

八
巻
一
四
三
頁
・
二
二
五
頁
・
二
二
九
頁
、
ち
な
み
に
そ
の
う
ち
三
例
は
、

同
一
人
が
同
一
日
に
書
い
た
も
の
）。

天
平
神
護
の
年
紀
を
記
し
た
木
簡

51

（
三
二
次
補
、
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
出
土
。
宮
四
―
四
一
〇
九
）

神
護
二
年

長
さ(

六
〇)

㎜
・
幅
二
五
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
一
型
式

｢

神
護
二
年
」
は
天

平

神
護
二
年
で
七
六
六
年
に
あ
た
る
。
「
天
平
」
を

て
ん
ぴ
ょ
う
じ
ん

ご

省
略
し
て
「
神
護
」
と
の
み
記
す
場
合
も
あ
る
か
ら
、

の
年
紀
が
ど
う

51

書
か
れ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

上
端
は
文
字
が
途
中
で
切
れ
て
お
り
、
二
次
的
な
切
断
で
あ
る
の
が
明
瞭

で
あ
る
。
ま
た
、
下
端
は
文
字
は
切
れ
て
い
な
い
が
、
刃
物
を
入
れ
て
折
っ

て
お
り
、下
部
の
表
面
が
一
部
が
剥
が
れ
て
い
る
の
は
そ
の
痕
跡
で
あ
ろ
う
。

上
端
と
同
様
に
二
次
的
な
切
断
と
み
て
よ
い
。

ど
の
よ
う
な
木
簡
の
断
片
か
は
不
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
式
部

省

し
き

ぶ

し
ょ
う

の
勤
務
評
定
に
関
わ
る
木
簡
一
万
三
千
点
の
う
ち
の
一
点
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
中
に
類
例
を
求
め
る
の
も
一
案
で
あ
る
。
勤
務
評
定
木
簡
に
年
紀
を
書
く

例
は
少
な
い
が
、
可
能
性
と
し
て
は
、
「
依
遣
高
麗
使
廻
来
天
平
寶
字
二
年

十
月
廿
八
日
進
二
階
叙
」
（
宮
四
―
三
七
六
七
。
長
さ
二
四
八
㎜
、
幅
二
〇

㎜
・
厚
さ
四
㎜
）
、
「
護
元
年
正
月
七
日
恩
勅
進
一
階
叙
」
（
宮
四
―
三
七
六

八
。
削
屑
）
、
「
□
〔
恩
ヵ
〕

□
□
〔
勅
進
ヵ
〕
□
階
叙
」
（
宮
四
―
三
七

六
九
。
長
さ(

一
三
〇)

㎜
、
幅
二
五
㎜
・
厚
さ
八
㎜
、
Ⅰ
期
展
示

）
な
ど

52

の
よ
う
な
、
恩
勅
に
よ
る
特
別
昇
進
の
記
載
が
一
つ
の
候
補
に
な
る
だ
ろ
う
。

幅
も
似
通
っ
て
い
る
。

荷
札
の
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
比
較
的
幅
が
狭
い
こ
と
、
二
次
的
に

細
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
裏
面
の
文
字
の
な
い
こ
と
な
ど
は
、
荷
札
と
考
え

る
に
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
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越
中
国
か
ら
の
米
の
荷
札

54

（
西
隆
寺
第
一
次
、
Ｓ
Ｘ
０
３
３
・
Ｓ
Ｘ
０
３
５
出
土
。
西
隆
寺
―
三
一
）

〔
部
ヵ
〕

(

表)

越
中
国
婦
負
郡
川
合
郷
戸
主

〔
五
百
ヵ
〕

天
平
神
護
三
年

(

裏)

日
浪
米
五
斗

長
さ
一
二
〇
㎜
・
幅
二
一
㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
五
一
型
式

越

中

国
婦
負
郡
川
合
郷
（
今
の
富
山
市
、
神
通
川
下
流
域
付
近
か
）
か

え
っ
ち
ゅ
う

ね

い

か

わ

い

ら
の

舂

米
の
荷
札
。
文
字
も
木
簡
の
つ
く
り
も
あ
ま
り
丁
寧
で
は
な
く
、

し
ょ
う
ま
い

天
平
頃
の
二
条
大
路
木
簡
な
ど
に
比
べ
る
と
、
や
や
雑
な
印
象
を
受
け
る
。

貢
進
者
名
の
姓
名
の
間
で
裏
面
に
書
き
継
い
で
い
る
。
裏
面
の
名
は
、「

日
浪
」
で
は
適
切
な
名
が
思
い
浮
か
ば
な
い
。
二
文
字
目
の
字
形
は
確
か
に

「
日
」
だ
が
、
「
五
」
の
最
後
の
横
画
と
、「
百
」
の
最
初
の
横
画
を
共
有
し

て
い
る
と
見
な
せ
ば
、
「
五
百
浪
」
と
読
め
、
名
と
し
て
不
自
然
で
は
な
く

い

お

な
み

な
る
。

天

平

神
護
三
年
は
七
六
七
年
。
八
月
一
六
日
に
改
元
し
て
神
護
景
雲
元

て
ん
ぴ
ょ
う
じ
ん

ご

じ
ん

ご

け
い
う
ん

年
と
な
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
貢
進
さ
れ
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
西

隆

寺
は
、
平
城
宮
に
近
い
平
城
京
右
京
一
条
二
坊
西
北
隅
の

さ
い
り
ゅ
う

じ

九
・
十
・
十
五
・
十
六
の
四
坪
を
占
め
た
寺
院
。
僧
寺
西
大
寺
に
対
す
る
尼

寺
で
、
東
大
寺
に
と
っ
て
の
法
華
寺
に
相
当
す
る
寺
院
で
あ
る
。
称
徳
天
皇

が
、父
聖
武
天
皇
の
東
大
寺
・
法
華
寺
に
な
ら
っ
て
京
内
に
建
立
し
た
も
の
。

地
上
に
は
全
く
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
約

一
二
〇
〇
年
前
の
姿
が
甦
っ
た
。
一
九
七
一
年
以
来
、
開
発
に
伴
っ
て
行
わ

れ
て
き
た
断
片
的
な
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
金
堂
と
そ
れ
を
囲
む
回
廊
、
そ

の
南
東
に
建
つ
塔
、
北
東
の
食
堂
院
の
一
郭
、
寺
院
全
体
の
東
門
な
ど
の
ほ

か
、西
南
隅
に
あ
っ
た
円
通
殿
と
呼
ば
れ
る
区
画
の
東
門
か
と
考
え
ら
れ
る
、

径
五
四
㎝
も
の
巨
大
な
柱
根
を
残
す
柱
間
一
一
尺
の
二
本
の
掘
立
柱
遺
構
な

ど
を
確
認
し
て
い
る
。

西
隆
寺
東
門
の
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
は
約
八
〇
点
。
寺
院
と
し
て

の
宗
教
活
動
に
結
び
つ
く
内
容
の
木
簡
は
な
く
、
造
営
過
程
で
使
用
・
投
棄

さ
れ
た
木
簡
群
と
み
ら
れ
る
。

と

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

54

60

大
学
寮
か
ら
宿
直
担
当
者
を
報
告
す
る
木
簡
３

57

（
三
二
次
補
、
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
出
土
。
宮
四
―
三
七
五
一
）

少
允
従
六
位
上
紀
朝
臣
直
人

大
学
寮
解

申
宿
直
官
人
事

神
護
景
雲
四
年
八
月
卅
日

長
さ
三
〇
〇
㎜
・
幅
四
〇
㎜
・
厚
さ
一
㎜

〇
一
一
型
式

大
学

寮

が
上
級
官
司
の
式
部

省

に
対
し
、
宿
直
担
当
者
を
報
告
し
た

だ
い
が
く
り
ょ
う

し
き

ぶ

し
ょ
う

木
簡
。
大
学
寮
は
、
役
人
の
養
成
機
関
で
あ
る
大
学
を
管
轄
す
る
役
所
。
京

内
の
左
京
三
条
一
坊
（
ま
た
は
右
京
三
条
一
坊
）
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

宿
直
は
、
夜
勤
（
＝
宿
）
と
日
勤
（
＝
直
）
の
総
称
。

少

允

は
寮
の

し
ょ
う
じ
ょ
う

第
三
等
官
。
従
六
位
上
は
三
〇
階
あ
る
位
階
の
下
か
ら
一
四
番
目
。
五
位
以

上
が
貴
族
で
あ
る
か
ら
、下
級
官
人
の
中
で
は
相
当
高
い
方
と
い
っ
て
よ
い
。

大
学
寮
の
四
等
官
の
相
当
位
階
は
、
頭
が
従
五
位
上
、
助
が
正
六
位
下
、

か
み

す
け

大

允

が
正
七
位
下
、
少

允

が
従
七
位
上
、
大

属

が
従
八
位
上
、
少

属

だ
い
じ
ょ
う

し
ょ
う
じ
ょ
う

だ
い
さ
か
ん

し
ょ
う
さ
か
ん

が
従
八
位
下
で
あ
る
か
ら
、
紀
直
人
の
場
合
は
自
身
の
位
階
よ
り
も
二
階

き
の
な
お
ひ
と

低
い
位
階
相
当
の
官
に
就
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
正
式
に
官

位
姓
名
を
記
す
場
合
は
、
「
従
六
位
上
行
少
允
」
の
よ
う
に
、
官
職
と
位
階

を
逆
転
さ
せ
、
か
つ
間
に
「

行

」
と
記
す
。

で
は
、
あ
え
て
官
と
位
階

ぎ
ょ
う

57

を
逆
転
さ
せ
る
正
式
な
書
き
方
は
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
紀
直
人

は
他
の
史
料
に
見
え
な
い
。
一
人
で
宿
直
し
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
担

当
責
任
者
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

神
護
景
雲
四
年
は
七
七
〇
年
。
八
月
四
日
に
称

徳
天
皇
が
亡
く
な
り
、

じ
ん

ご

け
い
う
ん

し
ょ
う
と
く

即
日
白
壁
王
が
立
太
子
（
後
の
光
仁
天
皇
）
、
一
七
日
に
称
徳
天
皇
を
高
野

し
ら
か
べ

こ
う
に
ん

た
か

の

山
陵
に
埋
葬
、
二
一
日
に
道
鏡
を
左
遷
、
と
い
っ
た
政
治
的
緊
張
が
続
く
時

期
で
あ
る
。
八
月
三
〇
日
は
称
徳
の
四
七
日
の
忌
日
に
当
た
り
、
大
安
寺
で
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法
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
時
の
大
学
寮
の
長
官
（
頭
）
は
、
八
月

二
八
日
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
吉
備

泉

（
吉
備
真
備
の
息
子
）
。
そ
れ
ま

き

び
の
い
ず
み

ま

き

び

で
は
山
部
親
王
（
後
の
桓
武
天
皇
）
が
長
官
だ
っ
た
。

や
ま

べ

か
ん

む

参
河
国
か
ら
の
米
？
の
荷
札

60

（
西
隆
寺
第
一
次
、
Ｓ
Ｘ
０
３
３
・
Ｓ
Ｘ
０
３
５
出
土
。
西
隆
寺
―
三
二
）

(

表)

参
河
国
播
豆
郡
熊
来
郷
物
部
馬
万
呂
五
斗

(

裏)

景
雲
元
年
十
月
十
日

長
さ
一
六
八
㎜
・
幅
一
九
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
三
二
型
式

参
河
国
播
豆
郡
熊
来
郷
（
今
の
愛
知
県
西
尾
市
熊
味
町
付
近
）
か
ら
の

み

か
わ

は

ず

く
ま

く

荷
札
。
物

部
馬
万
呂
は
そ
の
貢
進
者
。
品
目
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
五

も
の
の
べ
の
う
ま

ま

ろ

斗
と
い
う
数
量
か
ら
み
て
、

舂

米
の
荷
札
で
あ
ろ
う
。
裏
面
の
「
景
雲
元

し
ょ
う
ま
い

年
」
は
神
護
景
雲
元
年
の
省
略
記
載
で
、
七
六
七
年
に
あ
た
る
。

じ
ん

ご

け
い
う
ん

同
じ
遺
構
か
ら
、｢

(

表)

播
豆
郡
熊
来
郷
物
部
馬
万
呂
五
斗
、(

裏)

景
雲

元
年
十
月
十
日
」
の
記
載
が
あ
り
、
形
が
異
な
る
荷
札
木
簡
が
見
つ
か
っ
て

い
る
（
西
隆
寺
―
三
三
。
長
さ
一
七
四
㎜
・
幅
二
四
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一

一
型
式
）
。
国
名
を
省
略
し
て
い
る
以
外
は
同
文
で
、
同
じ
米
俵
に
付
け
ら

れ
て
い
た
荷
札
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
。
切
り
込
み
の
あ

る

が
俵
の
外
に
括
り
付
け
た
札
、
長
方
形
の
西
隆
寺
―
三
三
が
俵
の
中
に

60
入
れ
た
札
と
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に
同
じ
遺
構
か
ら
は
「(

表)

郡
熊
来
郷
中
臣
部
廣
万
呂
五
斗
、(

裏)

景
雲
元
年
十
月
十
日
」
と
い
う
荷
札
も
出
土
し
て
い
る
（
西
隆
寺
―
三
四
。

長
さ(

一
五
二)

㎜
・
幅
一
八
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
五
九
型
式
）
国
郡
名
部
分

が
残
ら
な
い
が
、
記
載
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
参
河
国
幡
豆
郡

熊
来
郷
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
人
名
は

や
西
隆
寺
―
三
三
と
異
な

60

る
が
、
日
付
は
同
じ
で
、
同
時
に
西
隆
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
荷
物
の
木
簡
と

み
ら
れ
る
。
但
し
、
下
端
を
尖
ら
せ
る
形
状
は
、
物
部
馬
万
呂
の
二
点
と
は

異
な
っ
て
い
る
。

年
号
の
転
換

文
書
？
の
上
に
重
ね
て
習
書
し
た
木
簡

63

（
三
二
次
、
Ｓ
Ｄ
３
４
１
０
・
Ｓ
Ｄ
１
２
５
０
出
土
。
宮
三
―
三
五
三
〇
）

(

表)｢

」

〔
呂
ヵ
〕

〔
師
ヵ
〕

秦
公
麻
呂

「
内
臣
之

土

｣
(

裏)

「
大
大
大
大
大
大
大

〔
呂
ヵ
〕

雲
家
守

呂

嶋
宿
守

〔
土
ヵ
〕〔
呂
ヵ
〕

師

」
寶
亀
六
年
八
月
五
日
番
長
吉
志

長
さ(

一
八
八)

㎜
・
幅
二
八
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
八
一
型
式

文
書
木
簡
の
使
用
後
に
、
習
書
を
重
ね
た
木
簡
。
表
裏
を
通
じ
て
四
筆
の

筆
蹟
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
（
１
）
文
書
と
（
２
）
習
書
に
分
け
ら
れ
、（
２
）

習
書
の
中
で
も
、
表
裏
は
筆
蹟
が
異
な
る
。
さ
ら
に
裏
の
習
書
で
は｢

雲
家

守｣

以
下
の
太
い
筆
と｢

大
大
大｣

の
細
い
筆
が
異
な
り
、
一
部
は
重
ね
書
き

と
な
る
。
表
面
上
部
の
「
秦
公
麻
呂
」
と
、
裏
面
左
端
の
宝
亀
六
年
（
七
七

五
）
か
ら
始
ま
る
行
が
文
書
に
相
当
す
る
。
「
宝
亀
」
は
肥
後
国
か
ら
相
次

ひ

ご

い
で
献
上
さ
れ
た
白
亀
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
年
号
で
、
神
護
景
雲

じ
ん

ご

け
い
う
ん

四
年
一
〇
月
一
日
、
光
仁
天
皇
の
即
位
に
伴
っ
て
改
元
が
行
わ
れ
た
。

番

長

は

兵

衛
府
四
人
（
職
員

令

左
兵
衛
府
条
）
、
中

衛
府
六
人
（
『
続

ば
ん
ち
ょ
う

ひ
ょ
う

え

ふ

し
き
い
ん
り
ょ
う

ち
ゅ
う

え

ふ

62

日
本
紀
』
神
亀
五
年
〈
七
二
八
〉
八
月
甲
午
〈
二
九
日
〉
条
）
、
近
衛
府
六

じ
ん

き

こ
の

え

ふ

人
（
『
類
聚
三
代

格

』
天

平

神
護
元
年
〈
七
六
五
〉
二
月
三
日
勅
）
が
知

る
い
じ
ゅ
さ
ん
だ
い
き
ゃ
く

て
ん
ぴ
ょ
う
じ
ん

ご

ら
れ
る
。
近
隣
で
近
衛
府
関
係
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
近
衛
府
の
番
長

で
あ
ろ
う
。
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年
紀
と
人
名
が
記
さ
れ
た
木
簡

66

（
一
〇
四
次
、
Ｓ
Ｄ
３
２
３
６
Ｃ
出
土
。
城
一
二
―
一
五
下
）

寶
亀
六
年
四
月
廿
五
日
上
毛
野
本
成
（
表
裏
異
筆
の
習
書
あ
り
）

長
さ(

四
一
〇)

㎜
・
幅(

一
五)

㎜
・
厚
さ
七
㎜

〇
八
一
型
式

文
書
木
簡
の
使
用
後
に
、
習
書
し
た
木
簡
。
縦
に
割
っ
た
後
、
上
端
を
焦

が
し
て
い
る
。
焚
き
付
け
な
ど
に
用
い
た
か
、
も
し
く
は

籌

木
に
転
用
し

ち
ゅ
う

ぎ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
は
巨
大
な
木
簡
だ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

文
字
は
非
常
に
端
正
で
、
氏
名
の
「

上

毛
野
」
の
下
に
若
干
間
を
あ
け

か
み
つ

け

の

て
「
本
成
」
と
記
し
て
お
り
、
自
署
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
、
官
位

の
記
載
は
な
く
、
ま
た
氏
名
の
下
に
カ
バ
ネ
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
格
式
の

高
い
文
書
木
簡
と
考
え
る
に
は
問
題
が
残
る
。

伊
豆
国
か
ら
の
カ
ツ
オ
の
荷
札

69

（
二
五
九
次
、
Ｓ
Ｄ
１
１
６
０
０
出
土
。
城
三
二
―
一
二
上
）

戸
主
矢
田
部
人
成
口

延
暦
元
年
十
月
十
日

伊
豆
国
那
賀
郡
那
珂
郷

調
麁
堅
魚
拾
壱
斤
拾
両

宇
遅
部
得
足

専
当
郡
司
擬
領
外
正
七
位
上
膳
臣
山
守

長
さ
三
〇
八
㎜
・
幅
三
二
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
一
型
式

伊
豆
国
那
賀
郡
那
珂
郷
（
今
の
静
岡
県
賀
茂
郡
松
崎
町
付
近
）
か
ら
の
調

い

ず

な

か

な

か

の
麁
堅
魚
（

を
参
照
）
の
荷
札
木
簡
。
下
部
の
割
書
右
行
に
延

暦

元
年

あ
ら
が

つ

お

え
ん
り
ゃ
く

45

（
七
八
二
）
の
年
紀
が
あ
る
。
天
応
二
年
八
月
一
九
日
に
延
暦
へ
改
元
し
た

て
ん
お
う

が
、「
延
暦
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、

こ
れ
を
境
に
「
大
同
」
「
弘
仁
」
「
天

長

」
と
抽
象
的
な
年
号
が
続
く
こ
と

だ
い
ど
う

こ
う
に
ん

て
ん
ち
ょ
う

か
ら
、
延
暦
は
年
号
の
歴
史
に
お
け
る
転
換
点
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

割
書
左
行
の
専
当
に
つ
い
て
は

を
参
照
。
「
郡
司
擬
領
」
は
擬
大
領
も

45

し
く
は
擬
少
領
の
大
・
少
を
書
き
落
と
し
た
も
の
か
。
外
正
七
位
と
い
う
位

階
か
ら
は
擬
大
領
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
擬
大
領
・
擬
少
領
は
、
い

わ
ゆ
る
擬
任
郡
司
の
こ
と
。
郡
司
の
候
補
者
で
、
国
司
の
審
査
の
み
を
受
け
、

太
政
官
か
ら
の
正
式
な
任
命
は
受
け
て
い
な
い
者
を
指
す
。奈
良
時
代
に
は
、

正
式
の
郡
司
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
の
み
置
か
れ
た
。
外
正
七
位
は
、
郡
司

・
軍
毅
ら
の
地
方
下
級
官
人
や
、
畿
外
出
身
の
中
央
官
人
を
授
与
の
対
象
と

す
る
位
階
の
一
つ
で
、
こ
れ
を
外
位
と
呼
称
す
る
。
外
正
五
位
上
か
ら
外
少

げ

い

初
位
下
ま
で
の
二
〇
階
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

は
、
擬
任
郡
司
・
外
位
・
調
庸
専
当
制
な
ど
、
八
世
紀
後
半
の
地
方
行

69
政
制
度
が
凝
縮
さ
れ
た
観
の
あ
る
木
簡
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

正
倉
か
ら
出
給
す
る
円
坐
に
関
わ
る
木
簡

72

（
一
五
四
次
、
Ｓ
Ｄ
２
７
０
０
出
土
。
城
一
七
―
八
上)

六
枚

(

表)

合
自
正
倉
給
下
円
坐
七
十
六
枚
之
中

о

四

廣
海

(

裏)

延
暦
二
年
三
月
廿
三
日

又

о

長
さ
三
七
九
㎜
・
幅
二
八
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
一
一
型
式
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正
倉
か
ら
円
坐
七
六
枚
を
出
給
し
た
こ
と
を
記
し
た
木
簡
。
円
坐
（
座
）

わ
ろ
う
だ

は
、
藺
草
・
菅
・
蔣
な
ど
を
渦
巻
き
状
に
編
ん
で
作
っ
た
円
形
の
敷
物
。

い

ぐ
さ

す
げ

こ
も

表
面
下
半
の
割
書
部
分
に
は
、
七
六
枚
の
内
訳
が
書
か
れ
て
い
た
と
み
ら
れ

る
が
、
腐
蝕
が
著
し
く
、
詳
細
は
不
明
。
裏
面
に
延

暦

二
年
（
七
八
三
）

え
ん
り
ゃ
く

の
年
紀
が
あ
る
。
そ
の
下
は
、
責
任
者
の
名
前
か
。

◎

常
宮
か
ら
の
請
求
（
受
給
）
品
に
関
わ
る
文
書
の
題
籤
軸

75

（
二
〇
次
、
Ｓ
Ｋ
２
１
０
１
出
土
。
宮
二
―
一
九
四
七
）

(

表)

従
常
宮

請
雑
物

(

裏)

二
年

長
さ(

九
〇)

㎜
・
幅
二
四
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
六
一
型
式

題
籤
軸
木
簡
。
題
籤
軸
は
巻
物
の
軸
の
一
種
で
、
細
い
軸
部
の
一
端
に

だ
い
せ
ん
じ
く

幅
広
の
題
籤
部
を
作
り
出
し
、
そ
こ
に
巻
物
の
タ
イ
ト
ル
な
ど
を
記
し
て
お

く
も
の
（
Ⅰ
期
展
示

も
参
照
）
。

9

は
軸
部
の
途
中
で
折
れ
て
お
り
、
現
状
で
題
籤
部
の
長
さ
五
・
三
㎝
、

75
軸
部
の
長
さ
三
・
七
㎝
ほ
ど
で
あ
る
。
一
方
、
古
代
の
紙
は
縦
一
尺×

横
二

尺
（
当
時
の
一
尺
は
三
〇
㎝
弱
）
の
規
格
の
枠
で
漉
き
、
端
を
少
し
だ
け
切

す

り
落
と
し
て
形
を
整
え
た
た
め
、
縦
二
七
㎝×

横
五
七
㎝
ほ
ど
と
な
る
の
が

標
準
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

の
軸
部
も
本
来
は
最
低
で
も
三
〇
㎝
ほ
ど

75

の
長
さ
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
細
い
軸
部
は
折
れ
や
す
い
た
め
題
籤

軸
が
完
形
で
出
土
す
る
こ
と
は
稀
で
、
ま
た
仮
に
折
れ
た
軸
部
が
と
も
に
出

土
し
て
い
た
と
し
て
も
、
通
常
そ
こ
に
は
文
字
が
記
さ
れ
ず
木
簡
と
認
識
さ

れ
な
い
た
め
、
接
続
に
気
づ
く
の
は
至
難
で
あ
る
。

一
方
、
題
籤
軸
が
捨
て
ら
れ
る
の
は
巻
か
れ
た
文
書
が
不
用
と
な
っ
た
時

で
あ
ろ
う
か
ら
、
文
書
廃
棄
の
作
法
の
一
環
と
し
て
題
籤
部
が
折
り
取
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
文
書
の
方
は
巻

物
の
状
態
の
ま
ま
反
古
紙
と
さ
れ
、
必
要
な
長
さ
に
応
じ
て
切
り
取
り
裏
面

を
二
次
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
）
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
題
籤
軸
の
題
籤
部
と

軸
部
は
別
々
に
廃
棄
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

平
城
宮
内
裏
の
北
隣
に
位
置
す
る
内
膳
司
推
定
地
出
土
で
あ
る
か
ら
、「
常

な
い
ぜ
ん

し

宮
」
は
内
裏
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。
「
請
」
は
、
古
代
に
は
請
求
（
＝
こ

だ
い

り

う
）
・
受
給
（
＝
う
け
る
）
両
方
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
た
め
、

に
巻
か

75

れ
て
い
た
文
書
は
内
裏
か
ら
要
請
を
受
け
た
物
品
、
ま
た
は
内
裏
か
ら
下
さ

れ
た
物
品
い
ず
れ
か
の
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

裏
面
は
、
年
号
が
省
略
さ
れ
「
二
年
」
と
の
み
記
さ
れ
る
が
、
と
も
に
見

つ
か
っ
た
木
簡
の
年
代
か
ら
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
の
可
能
性
が
高
い

と
み
ら
れ
る
。

参
考

年
号
が
記
さ
れ
た
土
器

（
一
三
九
次
、
Ｓ
Ｄ
１
０
５
５
０
出
土
。

『
平
城
宮
出
土
墨
書
土
器
集
成
Ⅱ
』
七
六
七
号
）

天
應
元
年

土
師
器
杯
Ｂ
の
底
部
外
面
に
墨
書
が
あ
る
。
天
応
元
年
は
、
七
八
一
年
。

つ
き

て
ん
お
う

「
天
応
」
は
、
伊
勢
の
斎
宮
に
現
れ
た
美
し
い
雲
を
、
天
が
感
応
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
と
し
て
名
付
け
た
年
号
で
、
宝
亀
一
二
年
正
月
一
日
に
改
元
し

ほ
う

き

た
。
天
応
の
年
号
を
記
し
た
木
簡
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
平
城
宮
・
京
跡
か
ら

は
出
土
し
て
い
な
い
が
、
墨
書
土
器
で
は
出
土
例
が
あ
る
。
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【
木
簡
が
見
つ
か
っ
た
遺
構
】

Ｓ
Ｄ
１
４
５
（
藤
原
宮
北
面
中
門
地
区
、
展
示
番
号

、

）

3

6

一
九
七
五
・
七
六
年

藤
原
宮
の
北
面
中
門
Ｓ
Ｂ
１
９
０
０
の
北
側
、
北
面
大
垣
Ｓ
Ａ
１
４
０
の
北
約
二

四
ｍ
の
と
こ
ろ
を
東
か
ら
西
へ
流
れ
る
、
幅
約
五
ｍ
・
深
さ
一
ｍ
の
素
掘
り
の
濠
。

濠
の
堆
積
層
は
四
層
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
、
木
簡
は
下
層
の
二
層
か
ら
計
五
五
一

点
が
出
土
し
た
。
ま
た
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
の
調
査
で
藤
原
宮
の
東
北
隅
で
検
出

し
た
際
も
、
木
簡
約
八
〇
〇
点
近
く
が
出
土
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
（
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
一･

二･

七･

八
坪
長
屋
王
邸
、
展
示
番
号

、
9

）

長
屋
王
家
木
簡

一
九
八
八
・
八
九
年

15
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
で
見
つ
か
っ
た
左
大
臣
長
屋
王
の
邸

宅
の
う
ち
、
八
坪
東
南
隅
に
東
面
築
地
塀
の
内
側
に
沿
っ
て
掘
ら
れ
た
南
北
溝
状
の

ゴ
ミ
捨
て
土
坑
。
幅
三
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
。
総
延
長
は
約
二
七
・
三
ｍ
。
平
城
遷
都
か

ら
ま
も
な
い
時
期
の
、
貴
族
の
家
政
機
関
の
資
料
と
い
う
他
に
類
例
の
な
い
木
簡
が

出
土
し
た
。
長
屋
王
が
式
部
卿
を
務
め
て
い
た
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
後
半
の
、

し
き
ぶ
き
ょ
う

邸
内
に
お
け
る
米
支
給
の
伝
票
木
簡
を
主
体
と
す
る
。
木
簡
は
、
約
三
万
五
千
点
（
う

ち
削
屑
約
二
万
九
千
点
）
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｋ
４
４
５
５
（
平
城
宮
東
面
大
垣
入
隅
・
東
方
官
衙
地
区
、
展
示
番
号

）
12一

九
六
六
年

小

子
門
西
方
の
東
方
官
衙
地
区
に
あ
る
土
坑
。
調
査
区
外
西
方
に
広
が
る
た
め

ち
い
さ
こ
べ
も
ん

全
容
は
不
明
だ
が
、
検
出
範
囲
で
は
南
北
五
ｍ
、
東
西
二
ｍ
、
深
さ
二
五
㎝
で
あ
る
。

埋
土
は
黒
褐
色
砂
質
土
で
瓦
を
含
む
。
木
簡
は
三
点
出
土
し
た
が
、
そ
の
中
に
和
銅

四
年
（
七
一
一
）
の
美
濃
国
の
荷
札
（

）
が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

12

Ｓ
Ｅ
０
３
７
（
薬
師
寺
境
内
地
、
展
示
番
号

）
18

一
九
七
七
年

東
僧
房
の
北
方
で
検
出
し
た
井
戸
。
平
面
が
一
辺
約
一
ｍ
の
方
形
で
、
深
さ
は
約

一
・
七
ｍ
。
井
戸
枠
は
遺
存
し
な
い
。
木
簡
は
、
埋
土
か
ら
多
量
の
木
片
な
ど
と
と

も
に
二
三
三
点
（
う
ち
削
屑
一
六
九
点
）
出
土
し
た
。
原
形
を
と
ど
め
る
木
簡
は
少

な
く
、
大
半
は
箸
状
に
縦
割
り
し
た
も
の
や
削
屑
で
あ
る
が
、
長
方
形
の
木
片
に
千

字
文
の
習
書
と
と
も
に
、
「
霊
亀
二
年
三
月
」
と
墨
書
し
た
も
の
（
Ⅰ
期
展
示

）
16

を
は
じ
め
、
同
年
の
年
紀
の
あ
る
も
の
が
三
点
出
土
し
て
い
る
。
曲
物
の
底
に
「
那
」

を
書
い
た
も
の
や
、
「
霊
」
の
文
字
と
と
も
に
亀
の
絵
を
墨
書
し
た
も
の
（

）
も

18

あ
る
。
全
体
と
し
て
習
書
木
簡
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
、
付
札
や
貢
進
物
荷
札
は
み

ら
れ
ず
、
文
書
木
簡
も
少
な
い
。

共
伴
す
る
瓦
や
土
器
の
年
代
観
か
ら
、
Ｓ
Ｅ
０
３
７
は
木
簡
に
見
え
る
霊
亀
二
年

（
七
一
六
）
、
も
し
く
は
そ
れ
か
ら
あ
ま
り
隔
た
ら
な
い
頃
に
廃
絶
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
『
薬
師
寺
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
平
城
京
へ
の
移
建
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）

で
、
薬
師
寺
の
造
営
工
事
に
関
係
す
る
井
戸
で
あ
ろ
う
。

Ｓ
Ｄ
４
９
５
１
（
平
城
宮
東
院
地
区
西
辺
・
小
子
門
地
区
、
展
示
番
号

、

）

21

24

一
九
六
七
・
六
八
年

東
院
西
辺
の
排
水
を
集
め
る
溝
で
、
小

子
門
の
西
側
か
ら
宮
外
へ
出
て
、
東
一

と
う
い
ん

ち
い
さ
こ
べ
も
ん

坊
大
路
の
西
側
溝
と
な
る
。
幅
一
・
三
ｍ
、
深
さ
〇
・
九
ｍ
。
木
簡
は
、
小
子
門
北

方
の
調
査
（
平
城
第
四
三
次
調
査
）
で
は

を
含
む
二
六
点
（
う
ち
削
屑
三
点
）
が
、

20

小
子
門
付
近
の
調
査
（
平
城
第
三
九
次
調
査
）
で
は

を
含
む
二
九
〇
点
（
う
ち
削

23
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屑
二
二
〇
点
）
が
出
土
し
た
。
二
条
大
路
北
側
で
西
か
ら
流
れ
て
く
る
二
条
大
路
北

側
溝
Ｓ
Ｄ
１
２
５
０
を
合
わ
せ
、
さ
ら
に
京
内
を
南
流
す
る
。
京
内
の
道
路
側
溝
と

し
て
は
最
も
多
く
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
宮
近
辺
だ
け
で
な
く
、
七
条
で
も
千

点
規
模
の
木
簡
の
出
土
が
知
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
５
３
０
０
（
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
五
坪
二
条
大
路
濠
状
遺
構
〈
北
〉
、
展
示
番

号

）

二
条
大
路
木
簡

一
九
八
九
年

27平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪
（
光
明
皇
后
宮
。
旧
長
屋
王
邸
）
と
二
条
二
坊
五
坪

(

藤
原
麻
呂
邸
）
の
間
の
二
条
大
路
上
の
南
北
両
端
に
掘
ら
れ
た
濠
状
の
遺
構
の
う

ち
、
藤
原
麻
呂
邸
南
門
前
か
ら
東
に
二
条
大
路
北
端
に
沿
っ
て
延
び
る
遺
構
。
幅
二

～
二
・
七
ｍ
、
深
さ
一
～
一
・
三
ｍ
。
総
延
長
は
約
五
八
ｍ
。
西
端
の
門
前
か
ら
、

藤
原
麻
呂
の
家
政
機
関
に
関
わ
る
木
簡
が
集
中
し
て
見
つ
か
っ
た
。
木
簡
は
約
三
万

五
千
点
（
う
ち
削
屑
約
二
万
九
千
点
）
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｋ
２
１
０
２
（
平
城
宮
内
裏
北
方
官
衙
地
区
、
展
示
番
号

）
30

国
宝

一
九
六
四
年

内
膳
司
と
推
定
さ
れ
る
官
衙
の
う
ち
、
東
半
の
広
場
部
分
で
見
つ
か
っ
た
ゴ
ミ

な
い
ぜ
ん

し

穴
密
集
地
域
の
ゴ
ミ
穴
の
一
つ
。
Ｓ
Ｋ
２
１
０
１
の
す
ぐ
北
に
位
置
す
る
、
東
西
三

・
八
ｍ
、
南
北
二
・
四
ｍ
、
深
さ
〇
・
三
ｍ
の
浅
い
穴
で
あ
る
。
出
土
木
簡
は
、
Ｓ

Ｋ
８
７
０
・
Ｓ
Ｋ
２
１
０
１
・
Ｓ
Ｋ
２
１
０
７
出
土
木
簡
と
と
も
に
、
平
城
宮
跡
内

膳
司
推
定
地
出
土
木
簡
と
し
て
二
〇
一
〇
年
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
さ
ら
に

平
城
宮
跡
出
土
木
簡
の
一
部
と
し
て
二
〇
一
七
年
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
（
一
〇
一

点
〈
う
ち
削
屑
七
九
点
〉
）。

Ｓ
Ｄ
５
１
０
０
（
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪
二
条
大
路
濠
状
遺
構
〈
南
〉
、
展
示
番

号

）

二
条
大
路
木
簡

一
九
八
八
・
八
九
年

33平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪
（
光
明
皇
后
宮
。
旧
長
屋
王
邸
）
と
二
条
二
坊
五
坪

（
藤
原
麻
呂
邸
）
の
間
の
二
条
大
路
上
の
南
北
両
端
に
掘
ら
れ
た
濠
状
の
遺
構
の
う

ち
、
皇
后
宮
の
北
門
か
ら
八
坪
北
辺
築
地
塀
に
沿
っ
て
二
条
大
路
南
端
に
掘
ら
れ
た

遺
構
。
幅
二
・
六
ｍ
、
深
さ
〇
・
九
ｍ
。
総
延
長
約
一
二
〇
ｍ
。
木
簡
は
約
三
万
八

千
点
（
う
ち
削
屑
約
三
万
一
千
点
）
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｋ
８
２
０
（
平
城
宮
内
裏
北
方
官
衙
地
区
、
展
示
番
号

）
36

国
宝

一
九
六
三
年

内
裏
の
北
東
に
位
置
す
る
北
外
郭
官
衙
西
辺
に
掘
ら
れ
た
方
形
の
ゴ
ミ
捨
て
穴
。

一
辺
約
四
ｍ
、
深
さ
約
二
・
三
ｍ
。
天

平

一
七
年
（
七
四
五
）
の
平
城
還
都
後
の

て
ん
ぴ
ょ
う

こ
の
地
域
の
再
整
備
に
関
わ
る
ゴ
ミ
を
投
棄
し
た
土
坑
で
、
天
平
一
九
年
（
七
四
七
）

頃
に
埋
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
平
城
宮
跡
で
最
初
に
千
点
規
模
の
木
簡
群
が
見
つ

か
っ
た
遺
構
。
出
土
木
簡
は
、
平
城
宮
跡
内
裏
北
外
郭
官
衙
出
土
木
簡
と
し
て
、
二

〇
〇
七
年
に
重
要
文
化
財
に
、
さ
ら
に
二
〇
一
七
年
に
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
の
一
部

と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
（
一
七
八
五
点
〔
う
ち
削
屑
九
五
二
点
〕
）
。

Ｓ
Ｅ
４
７
６
０
（
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪
、
展
示
番
号

）
39

一
九
八
八
・
八
九
年

八
坪
南
で
検
出
し
た
縦
板
組
隅
柱
横
桟
ど
め
の
方
形
井
戸
で
、約
七
〇
ｃ
ｍ
四
方
、

深
さ
二
・
五
ｍ
の
規
模
を
も
つ
。
井
戸
枠
内
埋
土
か
ら
木
簡
二
点
が
出
土
し
た
。
う

ち
一
点
に
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
）
の
年
紀
が
あ
る
（

）。

39

Ｓ
Ｘ
０
３
３
・
Ｓ
Ｘ
０
３
５
（
平
城
京
右
京
一
坊
二
坊
〈
西
隆
寺
跡
東
門
地
区
〉
、
展

示
番
号

、

、

）

一
九
七
一
年

42

54

60

Ｓ
Ｘ
０
３
３
は
、
西
隆
寺
東
門
か
ら
西
へ
延
び
る
寺
内
道
路
の
北
を
画
す
る
築
地

と
、
門
か
ら
約
一
四
ｍ
西
で
道
路
を
南
北
に
横
切
る
溝
と
が
交
差
す
る
辺
り
に
位
置

し
、
Ｓ
Ｘ
０
３
５
は
そ
の
北
西
方
で
検
出
し
た
。
木
簡
は
計
七
九
点
が
出
土
し
て
い

る
。
Ｓ
Ｘ
０
３
３
と
Ｓ
Ｘ
０
３
５
の
性
格
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
遺
物

の
出
土
状
況
や
そ
の
内
容
な
ど
か
ら
み
る
と
、
西
隆
寺
造
営
に
と
も
な
う
廃
材
や
不

用
品
を
投
棄
し
た
土
坑
状
の
遺
構
と
推
測
さ
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
（
平
城
宮
宮
域
東
南
隅
地
区
、
展
示
番
号

、

、

）

45

51

57

一
九
六
六
年

平
城
宮
東
南
隅
の
南
面
大
垣
内
側
を
東
に
流
れ
る
東
西
溝
。
幅
最
大
六
ｍ
、
最
大

深
さ
一
ｍ
。
東
面
大
垣
内
側
の
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
３
４
１
０
に
合
流
す
る
。
木
簡
は
、

式
部

省

の
勤
務
評
価
に
関
わ
る
削
屑
が
大
半
で
、
養
老
・
神
亀
年
間
（
七
一
七
～

し
き

ぶ

し
ょ
う

よ
う
ろ
う

じ
ん

き

七
二
九
）
か
ら
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
の
も
の
ま
で
を
含
む
が
、
養
老
・
神
亀
年
間

ほ
う

き

の
も
の
は
南
面
大
垣
を
横
断
す
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
１
１
６
４
０
と
一
連
の
遺
物
と
み
ら
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れ
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
の
木
簡
は
基
本
的
に
宝
亀
元
年
頃
に
一
括
し
て
投
棄
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
～
七
八
一
）
頃
に
北
側
に
移
転
し

て
き
た
と
み
ら
れ
る
神
祇
官
関
連
木
簡
も
わ
ず
か
に
含
ま
れ
る
。
木
簡
は
約
一
万

じ
ん

ぎ

か
ん

三
千
点
（
う
ち
削
屑
約
一
万
二
千
点
）
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｋ
２
１
９
（
平
城
宮
大
膳
職
地
区
、
展
示
番
号

）
48

国
宝

一
九
六
一
年

平
城
宮
中
央
区
の
第
一
次
大
極
殿
院
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
西
宮
の
北
側
に
展

だ
い
ご
く
で
ん
い
ん

開
す
る
役
所
の
ゴ
ミ
捨
て
穴
。
東
西
三
ｍ
、
南
北
三
・
五
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
の
北
半
部

と
、
東
西
三
ｍ
、
南
北
二
・
五
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
の
南
半
部
と
か
ら
な
る
。
平
城
宮
跡

最
初
の
木
簡
出
土
地
と
し
て
名
高
い
。
天
平
宝
字
末
年
頃
（
七
六
〇
年
代
前
半
）
の

遺
物
を
中
心
と
す
る
。
Ｓ
Ｋ
２
１
９
出
土
の
木
簡
群
は
、
同
じ
役
所
内
の
井
戸
Ｓ
Ｅ

３
１
１
出
土
木
簡
二
点
と
と
も
に
、
平
城
宮
跡
大
膳
職
推
定
地
出
土
木
簡
と
し
て
、

だ
い
ぜ
ん
し
き

二
〇
〇
三
年
に
木
簡
で
は
初
め
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
（
計
三
九
点
〈
う
ち

削
屑
一
六
点
〉
）。
さ
ら
に
、
二
〇
一
七
年
に
は
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
の
一
部
と
し
て

国
宝
に
昇
格
し
た
。

Ｓ
Ｄ
３
４
１
０
・
Ｓ
Ｄ
１
２
５
０
（
平
城
宮
宮
域
東
南
隅
地
区･

二
条
大
路
、
展
示
番

号

）

一
九
六
六
年

63Ｓ
Ｄ
３
４
１
０
は
、
平
城
宮
跡
東
院
と
東
方
官
衙
の
間
の
宮
内
南
北
道
路
の
西
側

か

ん

が

溝
。
幅
三
～
四
ｍ
、
深
さ
〇
・
五
ｍ
。
小
子
門
以
南
は
東
面
大
垣
内
側
（
西
側
）
に

沿
っ
て
流
れ
、
宮
の
東
南
隅
で
西
か
ら
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
を
合
わ
せ
た
あ
と
、

南
面
大
垣
を
暗
渠
で
抜
け
、
二
条
大
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
１
２
５
０
に
合
流
す
る
。
Ｓ
Ｄ

１
２
５
０
は
、
Ｓ
Ｄ
３
４
１
０
と
の
合
流
後
さ
ら
に
東
流
し
、
東
面
大
垣
東
側
の
東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
４
９
５
１
に
注
ぎ
込
む
。
複
数
の
溝
が
錯
綜
す
る
こ
の
付
近

は
平
城
宮
東
部
の
排
水
が
集
ま
る
地
域
で
あ
り
、
上
流
部
か
ら
流
れ
下
っ
て
き
た
も

の
も
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宮
内
で
も
有
数
の
木
簡
出
土
地
に
な
っ
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
３
２
３
６(

平
城
宮
東
院
地
区
西
辺
、
展
示
番
号

)66

一
九
六
五
年

平
城
宮
東
院
地
区
西
辺
に
位
置
す
る
南
北
溝
で
、
小
子
門
か
ら
南
に
伸
び
る
東
一

坊
大
路
西
側
溝
の
北
延
長
上
に
あ
た
る
。
幅
約
二
ｍ
で
、
二
回
の
改
修
が
認
め
ら
れ

る
。
約
一
七
〇
ｍ
分
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
約
一
九
〇
点
の
木
簡
が
出
土
し

て
い
る
。
木
簡
の
年
紀
や
内
容
か
ら
、
七
三
〇
年
代
以
降
存
続
し
た
溝
と
み
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
１
１
６
０
０
（
平
城
宮
造
酒
司
南
宮
内
道
路
南
側
溝
、
展
示
番
号

）
69

一
九
八
四
・
九
五
年

造
酒
司
と
東
院
の
間
を
東
西
に
通
る
宮
内
道
路
Ｓ
Ｆ
１
１
５
８
０
の
南
側
溝
。
西

流
し
て
、
西
端
で
南
北
大
溝
Ｓ
Ｄ
３
４
１
０
に
接
続
す
る
。
幅
五
～
五
・
八
ｍ
、
検

出
面
か
ら
の
深
さ
約
一
ｍ
の
大
規
模
な
溝
。

木
簡
は
、
こ
れ
ま
で
に
計
二
八
一
六
点
（
う
ち
削
屑
二
四
五
九
点
）
出
土
し
て
い

る
。
宝
亀
お
よ
び
延
暦
の
年
紀
を
も
つ
も
の
が
あ
り
、
内
容
と
し
て
は
春
宮
坊
（
皇

太
子
は
山
部
親
王
か
）
・
皇
后
宮
職
（
桓
武
天
皇
の
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
か
）
に
関
わ

る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
木
簡
の
他
に
、
鳥
形
硯
、
人
形
、
斎
串
、
桧
扇
も
出
土
し
て

お
り
、
墨
書
土
器
に
は
「
田
」「
西
」「
西
宅
」「
神
／
西
殿
子
」「
中
衛
」「
御
」「
酒
」

「
酒
司
」「
益
頭
」「
四
日
大
風
／

廿
七
」「
養
」
「
道
」
な
ど
が
あ
る
。

Ｓ
Ｄ
２
７
０
０
（
平
城
宮
内
裏
東
方
官
衙
地
区
、
展
示
番
号

）
72

一
九
六
四
・
六
五
、
八
四
年

平
城
京
の
北
東
に
位
置
す
る
水
上
池
の
南
西
部
に
端
を
発
し
、
内
裏
東
辺
を
南
流

し
て
そ
の
排
水
を
集
め
る
平
城
宮
の
東
大
溝
。内
裏
東
辺
で
は
石
の
護
岸
を
も
つ
が
、

そ
れ
よ
り
南
で
は
一
部
に
木
杭
に
よ
る
護
岸
が
み
ら
れ
る
程
度
と
な
る
。
東
区
朝
堂

院
・
朝
集
殿
院
東
辺
の
東
方
官
衙
の
ど
こ
か
の
地
点
で
東
に
折
れ
、
Ｓ
Ｄ
３
４
１
０

に
接
続
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
地
点
は
未
詳
。
内
裏
周
辺
で
は
、
天
平
期

以
降
の
多
量
の
遺
物
が
層
位
的
に
堆
積
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。木
簡
は
、

、

の
出
土
し
た
平
城
第
二
一
次
調
査
で
は
二
九
〇
点
、

の
出
土
し
た
平
城

47

68

71

第
一
五
四
次
調
査
で
は
一
九
〇
〇
点
弱
（
う
ち
削
屑
約
一
二
〇
〇
点
）
が
出
土
し
て

い
る
。

Ｓ
Ｋ
２
１
０
１
（
平
城
宮
内
裏
北
方
官
衙
地
区
、
展
示
番
号

）
75

国
宝

一
九
六
四
年

内
膳
司
と
推
定
さ
れ
る
役
所
の
う
ち
、
東
半
の
広
場
部
分
で
見
つ
か
っ
た
密
集

な
い
ぜ
ん

し

す
る
ゴ
ミ
穴
の
一
つ
。
東
西
三
・
五
ｍ
、
南
北
三
・
四
ｍ
の
方
形
。
周
辺
に
は
い
く

つ
も
の
ゴ
ミ
穴
が
重
複
し
て
掘
ら
れ
、
井
戸
の
南
西
側
の
作
業
場
兼
塵
芥
処
理
場
の

よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ
の
い
く
つ
か
か
ら
木
簡
が
出
土
し
た
。
出
土
木
簡

は
、
Ｓ
Ｋ
８
７
０
・
２
１
０
２
・
２
１
０
７
出
土
木
簡
と
と
も
に
、
平
城
宮
跡
内
膳
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司
推
定
地
出
土
木
簡
と
し
て
二
〇
一
〇
年
に
重
要
文
化
財
に
、
さ
ら
に
二
〇
一
七
年

に
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
の
一
部
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
（
四
八
三
点
〔
う
ち
削

屑
二
三
三
点
〕
）。

Ｓ
Ｄ
１
０
５
５
０
（
平
城
宮
内
裏
北
外
郭
東
北
部
、
展
示
番
号

参
考
）

一
九
八
二
年

平
城
宮
東
部
の
東
大
溝
Ｓ
Ｄ
２
７
０
０
に
東
か
ら
注
ぐ
東
西
溝
。
幅
二
・
七
ｍ
、

深
さ
一
・
七
ｍ
の
素
掘
り
の
溝
。
木
簡
は
六
三
点
（
う
ち
削
屑
七
点
）
出
土
し
た
。

堆
積
土
は
上
下
二
層
あ
り
、
下
層
か
ら
は
天
平
元
年
（
七
二
九
）
と
天
平
六
年
（
七

三
四
）
の
紀
年
銘
木
簡
、
最
上
層
か
ら
は
天
応
元
年
（
七
八
一
）
銘
の
墨
書
土
器
（
参

考
）
も
出
土
し
て
い
る
。
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【
木
簡
の
型
式
分
類
と
そ
の
説
明
】

〇
一
一
型
式

長
方
形
の
材
の
も
の

〇
一
五
型
式

長
方
形
の
材
の
側
面
に
穴
を
穿
っ
た
も
の

〇
一
九
型
式

一
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
で
原
形
が
失
わ
れ
た
も
の

〇
二
一
型
式

小
型
矩
形
の
も
の

〇
二
二
型
式

小
型
矩
形
の
材
の
一
端
を
圭
頭
に
し
た
も
の

〇
三
一
型
式

長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

方
頭
・
圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る

〇
三
二
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
三
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
、
他
端
を
尖

ら
せ
た
も
の

〇
三
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端
は

折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
四
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
作
っ

た
も
の

〇
四
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
作
り
、
残
り
の
部
分

の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
四
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
し
て
い
る
が
、
他
端

は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
五
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の

〇
五
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
が
、
他
端
は
折
損
・
腐

蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
六
一
型
式

用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
六
五
型
式

用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
八
一
型
式

折
損
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の

〇
九
一
型
式

削
屑


